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当 座 勘 定 規 定 (一 般 用 )

1 当座勘定契約の成立および当座勘定への受入れ

(1)当 座勘定契約は、お客様から当金庫所定の申込書の提出を受け、
当金庫がこれを承諾することにより契約が成立するものとします。
また、当座勘定には、現金のほか、手形、小切手、利札、郵便為
替証書、配当金領収証その他の証券で直ちに取立のできるもの (以

下 「証券類」といいます。)も 受入れます。

(2)手形要件、小切手要件の自地はあらかじめ補充 してください。
当金庫は白地を補充する義務を負いません。

(3)証券類のうち裏書等の必要があるものは、その手続を済ませて

ください。

(4)証券類の取立のため特に費用を要する場合には、店頭掲示の代
金取立手数料に準じてその取立手数料をいただきます。

2 証券類の受入れ

(1)証券類を受入れた場合には、この預金口座の開設店 (以 下 「当
店」といいます。)で 取立て、不渡返還時限の経過後その決済を確
認 したうえでなければ、支払資金としません。

(2)当 店を支払場所 とする証券類を受入れた場合には、当店でその

日の うちに決済を確認 したうえで、支払資金とします。

3 本人振込み

(1)当 金庫の他の本支店または他の金融機関を通 じて当座勘定に振

込みがあつた場合には、当金庫で当座勘定元帳へ入金記帳 した う

えでなければ、支払資金 としません。ただ し、証券類による振込

みについては、その決済の確認 もした うえでなければ、支払資金

としません。

(2)当座勘定への振込みについて、振込通知の発信金融機関か ら重

複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、振込金の入

金記帳を取消 します。

4 第二者振込み

(1)第 二者が当店で当座勘定に振込みをした場合に、その受入れが

証券類によるときは、第 2条 と同様に取扱います。

(2)第 二者が当金庫の他の本支店または他の金融機関を通 じて当座

勘定に振込みをした場合には、第 3条 と同様に取扱います。

5 受入証券類の不渡 リ

(1)前 三条によつて証券類による受入れまたは振込みがなされた場

合に、その証券類が不渡 りとなったときは、直ちにその旨を本人
に通知する とともに、その金額を当座勘定元帳から引落 し、本

人からの請求がありしだいその証券類は受入れた店舗、または振

込みを受付けた店舗で返却 します。ただし、第 4条 の場合の不渡

証券類は振込みをした第二者に返却するものとし、同条第 1項 の

場合には、本人を通 じて返却することもできます。

(2)前項の場合には、あらかじめ書面による依頼を受けたものにか

ぎり、その証券類について権利保全の手続をします。

6 手形、小切手の金額の取扱い

手形、小切手を受入れまたは支払 う場合には、複記のいかんにか

かわらず、所定の金額欄記載の金額によつて取扱います。

7 手形、小切手の支払

(1)小 切手が支払のために呈示 された場合、または手形が呈示期間

内に支払のため呈示 された場合には、当座勘定か ら支払います。

(2)当座勘定の払戻 しの場合には、小切手を使用 してください。

8 手形、小切手用紙

(1)当 金庫を支払人とする小切手または当店を支払場所とする約束

手形を振出す場合には、当金庫が交付 した用紙を使用してくださ
い 。

(2)当店を支払場所とする為替手形を引受ける場合には、預金業務

を営む金融機関の交付 した手形用紙であることを確認 してくださ
い 。

(3)前 二項以外の手形または小切手については、当金庫はその支払

をしません。

(4)手形用紙、小切手用紙の請求があつた場合には、必要と認めら

れる枚数を実費で交付 します。
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9 支払の範囲

(1)呈示された手形、小切手等の金額が当座勘定の支払資金をこえ

る場合には、当金庫はその支払義務を負いません。

(2)手形、小切手の金額の一部支払はしません。

10 支払の選択

同 日に数通の手形、小切手等の支払をする場合にその総額が当座

勘定の支払資金をこえるときは、そのいずれを支払 うかは当金庫の

任意 とします。

1 過振 り

(1)第 9条の第 1項 にかかわらず、当金庫の裁量により支払資金をこ

えて手形、小切手等の支払をした場合には、当金庫からの請求があ

りしだい直ちにその不足金を支払つてください。

(2)前 項の不足金に対する損害金の害」合は年 1460%(年 365日 の日

害1計算)と し、当金庫所定の方法によつて計算 します。

(3)第 1項により当金庫が支払をした後に当座勘定に受入れまたは

振込まれた資金は、同項の不足金に充当します。

(4)第 1項による不足金、および第 2項による損害金の支払がない

場合には、当金庫は諸預 り金その他の債務と、その期限のいかん

にかかわらず、いつでも差引計算することができます。

(5)第 1項による不足金がある場合には、本人から当座勘定に受入

れまたは振込まれている証券類は、その不足金の担保 として譲 り

受けたものとします。

12 手数料等の引落 し

(1)当 金庫が受取るべき貸付金利息、割引料、手数料、保証料、立

替費用、その他これに類する債権が生 じた場合には、小切手によ

らず、当座勘定からその金額を引落すことができるものとします。

(2)当座勘定から各種料金等の自動支払をする場合には、当金庫所

定の手続をしてください。

13 支払保証に代わる取扱い

小切手の支払保証は しません。ただ し、その請求があるときは、

当金庫は自己宛小切手を交付 し、その金額を当座勘定か ら引落 しま

奸。

なお、自己宛小切手発行にあたっては、別にお知 らせす る手数料

をいただきます。

14 印鑑等の届出

(1)当 座勘定の取引に使用する印鑑 (ま たは署名鑑 )は 、当金庫所定
の用紙を用い、あらか じめ当店に届出てください。

(2)代理人により取引をする場合には、本人か らその氏名 と印鑑 (ま

たは署名鑑 )を 前項 と同様に届出てください。

15 届出事項の変更

(1)手 形、小切手、約束手形用紙、小切手用紙、印章を失つた場合、

または印章、名称、商号、代表者、代理人、住所、電話番号、職

業または事業内容、取引を行 う目的、法人の場合の実質的支配者、

その他届出事項に変更があつた場合には、直ちに書面によって当

店に届出て ください。

(2)前項の届出の前に、届出を行わなかつたことにより生 じた損害

については、当金庫は責任を負いません。

(3)第 1項による届出事項の変更の届出がなかったために、当金庫

からの通知または送付す る書類等が延着 しまたは到達 しなかった

場合には、通常到達すべき時に到達 したもの とみな します。

1 6 成年後見人等の届出

(1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐 。後見が開始 された場合

には、直ちに書面によって成年後見人等の氏名その他必要な事項

を届出てください。また、預金者の補助人・保佐人・後見人につ

いて、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始 された

ときも、同様に当店に届出て ください。

(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場

合には、直ちに書面によつて任意後見人の氏名その他必要な事項

を届出てください。

(3)すでに補助・保佐 。後見開始の審判を受けている場合、または

任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前二項 と同様に、

直ちに書面によって届出て ください。

(4)前 三項の届出事項に取消または変更等が生 じた場合にも同様に、

直ちに書面によって届出て ください。



(5)前四項の届出の前に、当金庫が過失なく預金者またはその成年

後見人等の行為能力に制限がないと判断 して行つた払戻 しは有効
な払戻 しとします。

17 印鑑照合等

(1)手形、小切手または諸届け書類に使用された印影または署名を、

届出の印鑑 (ま たは署名鑑)と 相当の注意をもつて照合 し、相違な
いものと認めて取扱いました うえは、その手形、小切手、諸届け

書類につき、偽造、変造その他の事故があつても、そのために生

じた損害については、当金庫は責任を負いません。

(2)手形、小切手として使用された用紙を、相当の注意をもつて第
8条 の交付用紙であると認めて取扱いました うえは、その用紙に
つき模造、変造、流用があつても、そのために生 じた損害につい

ては、前項と同様 とします。

(3)こ の規定および別に定める手形用法、小切手用法に違反 したた

めに生 じた損害についても、第 1項 と同様とします。

18 振出日、受取人記載もれの手形、小切手

(1)手形、小切手を振出しまたは為替手形を引受ける場合には、手

形要件、小切手要件をできるかぎり記載 してください。もし、小

切手もしくは確定日払の手形で振出日の記載のないものまたは手

形で受取人の記載のないものが呈示されたときは、その都度連絡

することなく支払 うことができるものとします。

(2)前項の取扱いによって生じた損害については、当金庫は責任を

負いません。

19 線引小切手の取扱い

(1)線 引小切手が呈示された場合、その裏面に届出印の押なつ (ま た

は届出の署名)が あるときは、その持参人に支払 うことができるも
のとします。

(2)前項の取扱いをしたため、小切手法第 38条 第 5項の規定による

損害が生じても、当金庫はその責任を負いません。また、当金庫
が第二者にその損害を賠償 した場合には、振出人に求償できるも
のとします。

20 自己取引手形等の取扱い

(1)手形行為に取締役会の承認、社員総会の認許その他 これに類す

る手続 きを必要 とする場合でも、その承認等の有無について調査

を行 うことなく、支払をすることができます。

(2)前 項の取扱いによつて生 じた損害については、当金庫は責任 を

負いません。

21 利 息

当座預金には利息をつけません。

22 残高の報告

当座勘定の受払または残高の照会があつた場合には、当金庫所定

の方法により報告 します。

23 譲渡、質入れの禁止

この預金は、譲渡または質入れすることはできません。

24 反社会的勢力との取引拒絶
この当座勘定は、第 25条 第 3項各号のいずれにも該当しない場

合に利用することができ、第 25条 第 3項各号の一つにでも該当す

る場合には、当金庫はこの当座勘定の開設をお断わりするものとし

ます。

25 解 約

(1)こ の取引は、当事者の一方の都合でいつでも解約することがで

きます。ただし、当金庫に対する解約の通知は書面によるものと

します。

(2)次 の各号の一にでも該当した場合には、当行はこの預金取引を

停止 し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約

することができるものとします。なお、通知により解約する場合、

到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏

名、住所にあてて発信 した時に解約されたものとします。

① この預金 口座の名義人が存在 しないことが明らかになつた

場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設 された

ことが明らかになった場合

② この預金の預金者が第 23条 に違反 した場合
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③ この預金がマネー・ ローンダリング、テロ資金供与、経済制

裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれ

があると合理的に認められる場合

④ 法令で定める本人確認等における確認事項、および第 32条
第 1項 で定める当金庫からの通知等による各種確認や提出

された資料が偽 りである場合

⑤ 第 32条第 1項から第 3項 に定める取引等の制限に係る事象

が一定期間解消されない場合

⑥ この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、または

そのおそれがあると認められる場合

(3)前項のほか、次の各号の一つにでも該当し、当金庫が取引を継

続することが不適切である場合には、当金庫はこの取引を停止 し、

または解約の通知をすることによりこの当座勘定を解約すること

ができるものとします。なお、この解約によつて生 じた損害につ

いては、当金庫は責任を負いません。また、この解約により当金

庫に損害が生 じたときは、その損害額を支払つてください。

① 当座勘定開設申込時にした表明・確約に関 して虚偽の申告を

したことが判明した場合

② 本人が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5

年を経過 しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会

屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、そ
の他これらに準ずる者 (以 下これ らを「暴力団員等」といい

ます。)に 該当し、または次のいずれかに該当することが判

明した場合
A暴 力団員等が経営を支配 していると認められる関係を有

すること

B暴力団員等が経営に実質的に関与 していると認められる

関係を有すること。
C自 己、自社もしくは第二者の不正の利益を図る目的また

は第二者に損害を加える目的をもつてするなど、不当に

暴力団員等を利用 していると認められる関係を有するこ

と

D暴 力団員等に対 して資金等を提供 し、または便宜を供与

するなどの関与をしていると認められる関係を有するこ

と

E役員または経営に実質的に関与 している者が暴力団員等

と社会的に非難されるべき関係を有すること

③ 本人が、自らまたは第二者を利用 して次のいずれか一つにで

(4)当 金庫が解約の通知を届出の住所にあてて発信 した場合に、そ

の通知が延着 しまたは到達 しなかったときは、通常到達すべき時

に到達 したものとみなします。

(5)手形交換所の取引停止処分を受けたために、当金庫が解約する

場合には、到達のいかんにかかわらず、その通知を発信 した時に

解約されたものとします。

26 取引終了後の処理

(1)こ の取引が終了 した場合には、その終了前に振出された約束手

形、小切手または引受けられた為替手形であつても、当金庫はそ

の支払義務を負いません。

(2)前項の場合には、未使用の手形用紙、小切手用紙は直ちに当店
へ返却するとともに、当座勘定の決済を完了 してください。

27 手形交換所規則による取扱い

(1)こ の取引については、前各条のほか、関係のある手形交換所の

規則に従つて処理するものとします。

(2)関係のある手形交換所で災害、事変等のやむをえない事由によ

り緊急措置がとられている場合には、第 7条の第 1項にかかわら

ず、呈示期間を経過 した手形についても当座勘定から支払 うこと

ができるなど、その緊急措置に従って処理するものとします。

(3)前項の取扱いによつて生 じた損害については、当金庫は責任を

負いません。
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28 個人信用情報センターヘの登録

個人取引の場合において、つぎの各号の事由が一つでも生じたと
きは、その事実を銀行協会の運営する個人信用情報センターに 5年
間 (た だし、下記第 3号の事由の場合のみ 6か月間)登録し、同セン

ターの加盟会員ならびに同センターと提携する個人信用情報機関の

加盟会員はその情報を自己の取引上の判断のため利用できるものと
します。

① 差押、仮差押、支払停止、破産等信用欠如を理由として解約
されたとき。

② 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。

③ 手形交換所の不渡報告に掲載されたとき。

29 保険事故発生時における預金者からの相殺

(1)こ の預金は、当金庫に預金保険法に定める保険事故が生 じた場
合には、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、

預金者の当金庫に対する債務を担保するため、もしくは第二者の

当金庫に対する債務で預金者が保証人となつているものを担保す
るために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱い

とします。

(2)相 殺する場合の手続きについては、次によるものとします。

① 相殺通知は書面によるものとします。

② 複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指

定 してください。ただし、この預金で担保される債務がある

場合には当該債務から、または当該債務が第二者の当金庫に

対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺 され

るものとします。

③ 前号の充当の指定のない場合には、当金庫の指定する順序方

法により充当いたします。

④ 第 2号 による指定により、債権保全上支障が生 じるおそれが

ある場合には、当金庫は遅滞なく異議を述べ担保・保証の状

況等を考慮 して、順序方法を指定することができるものとし

ます。

(3)相 殺する場合の借入金等の債務の利慮、、割引料、遅延損害金等
の計算については、その期間を相殺通知が当金庫に到達 した日ま

でとして、利率、料率は当金庫の定めによるものとします。また、

借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱い

については当金庫の定めによるものとします。

(4)相 殺する場合の外国為替相場については当金庫の計算実行時の

相場を適用するものとします。

(5)相 殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて

別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただ し、

借入金の期限前弁済等について当金庫の承諾を要する等の制限が

ある場合においても相殺することができるものとします。

30 休眠預金等活用法に係る最終異動日等

(1)こ の預金について、休眠預金等活用法における最終異動日等と

は、次に掲げる日のうち最も遅い日をいうものとします。

① 「当金庫ウェブサイ トに掲げる」異動が最後にあった日

② 将来における預金に係 る債権の行使が期待 される事由とし

て次項で定めるものについては、預金に係る債権の行使が期

待される日として次項において定める日

③ 当金庫が預金者等に対 して休眠預金等活用法第 3条第 2項
に定める事項の通知を発 した日、ただし、当該通知が預金者

に到達 した場合または当該通知を発 した日から 1か 月を経

過 した場合 (1か 月を経過する日または当金庫があらかじめ

預金保険機構に通知 した 日の うちいずれか遅い日までに通

知が預金者の意思によらないで返送されたときを除く。)に
限ります。

④ この預金が休眠預金等活用法第 2条第 2項 に定める預金等

に該当することとなつた日

(2)第 1項第 2号 において、将来における預金に係る債権の行使が

期待される事由とは、次の各号に掲げる事由のみをい うものとし、

預金に係る債権の行使が期待される日とは、当該各号に掲げる事

由に応 じ、当該各号に定める日とします。

① 預入期間、計算期間または償還期間の末 日 (自 動継続扱いの

預金にあっては、初回満期 日)

31 休眠預金等代替金に関する取扱い

(1)こ の預金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法

にもとづきこの預金に係 る債権は消滅 し、預金者等は、預金保険

機構に対する休眠預金等代替金債権を有することにな ります。
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(2)前項の場合、預金者等は、当金庫を通 じてこの預金に係る休眠

預金等代替金債権の支払を請求することができます。この場合に

おいて、当金庫が承諾 したときは、預金者は、当金庫に対 して有
していた預金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債

権の支払を受けることができます。

(3)預金者等は、第 1項 の場合において、次に掲げる事由が生 じた

ときは、休眠預金等活用法第 7条第 2項 による申出および支払の

請求をすることについて、あらか じめ当金庫に委任 します。

① この預金について、振込み、日座振替その他の方法により、

第二者からの入金または当行からの入金であって法令また

は契約に定める義務にもとづくもの (利 子の支払に係るもの

を除きます。)が生 じたこと

② この預金について、手形または小切手の提示その他の第二者
による債権の支払の請求が生 じたこと (当 金庫が当該支払の

請求を把握することができる場合に限ります。)

③ この預金に係 る休眠預金等代替金の支払を債権の 目的 とす

る強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分 (そ の例による処

分を含みます。)が行われたこと

④ この預金に係 る休眠預金等代替金の一部の支払が行われた

こと

(4)当 金庫は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限 り、預金者

等に代わつて第 3項 による休眠預金等代替金の支払を請求するこ

とを約 します。

① 当金庫がこの預金に係る休眠預金等代替金について、預金保

険機構から支払等業務の委託を受けていること

② この預金について、第 3項第 2号 に掲げる事由が生 じた場合

には、当該支払への請求に応 じることを目的として預金保険

機構に対 して休眠預金等代替金の支払を請求すること

③ 前項にもとづく取扱いを行 う場合には、預金者等が当金庫に

対 して有 していた預金債権を取得する方法によつて支払 う
こと

32 取引の制限等

(1)当 金庫は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に

把握す るため、提出期限を指定 して各種確認や資料の提出を求め

ることがあ ります。預金者か ら正当な理由なく指定 した期限まで

に回答いただけない場合には、入金、払戻 し等の本規定にもとづ

く取引の一部を制限する場合があ ります。

(2)日 本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当金庫の求めに

応 じ適法な在留資格 。在留期間を保持 している旨を当金庫所定の

方法により届出るものとします。 当該預金者が当金庫に届出た在

留期間が超過 した場合、入金、払戻 し等の本規定にもとづ く取引

の一部を制限す ることができるものとします。

(3)前二項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、

具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考

慮 して、当金庫がマネー・ ローンダリング、テロ資金供与、もし

くは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断 した場合

には、入金、払戻 し等の本規定にもとづ く取引の一部を制限す る

場合があ ります。

(4)前三項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者か らの

説明等にもとづき、マネー・ ローンダ リング、テロ資金供与、ま

たは経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消 された

と当金庫が認める場合、当金庫は当該取引の制限を解除 します。

33 規定の変更

(1)こ の規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その

他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示、ホームペ

ージ掲載その他相当の方法で周知することにより、変更できるも

の とします。

(2)前項の変更は、公表の際に定める相当の期間を経過 した 日から

適用 されるものとします。

以 上

(2020年 4月 1日 現在 )

当 座 勘 定 規 定 (専用約束手形口用 )

1 当座勘定契約の成立および当座勘定への受入れ

(1)当 座勘定契約は、お客様から当金庫所定の申込書の提出を受け、

当金庫がこれを承諾することにより契約が成立するもの とします。



また、当座勘定には、現金のほか、手形、小切手、利札、郵便為

替証書、配当金領収証その他の証券で直ちに取立のできるもの (以

下 「証券類」といいます。)も 受入れます。
(2)手形要件、小切手要件の白地はあらかじめ補充 してください。

当金庫は白地を補充する義務を負いません。
(3)証券類のうち裏書等の必要があるものは、その手続を済ませて

ください。

(4)証券類の取立のため特に費用を要する場合には、店頭掲示の代
金取立手数料に準 じてその取立手数料をいただきます。

2 証券類の受入れ

(1)証券類を受入れた場合には、この預金口座の開設店 (以 下 「当

店」といいます。)で取立て、不渡返還時限の経過後その決済を確

認 したうえでなければ、支払資金としません。

(2)当 店を支払場所 とする証券類を受入れた場合には、当店でその

日の うちに決済を確認 したうえで、支払資金とします。

3 本人振込み

(1)当 金庫の他の本支店または他の金融機関を通 じて当座勘定に振

込みがあつた場合には、当金庫で当座勘定元帳へ入金記帳 した う

えでなければ、支払資金 としません。ただ し、証券類による振込

みについては、その決済の確認 もした うえでなければ、支払資金

としません。

(2)当 座勘定への振込みについて、振込通知の発信金融機関から重

複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、振込金の入

金記帳を取消 します。

4 第二者振込み

(1)第二者が当店で当座勘定に振込みをした場合に、その受入れが

証券類によるときは、第 2条 と同様に取扱います。

(2)第 二者が当金庫の他の本支店または他の金融機関を通 じて当座

勘定に振込みをした場合には、第 3条 と同様に取扱います。

5 受入証券類の不渡り

(1)前 三条によって証券類による受入れまたは振込みがなされた場

合に、その証券類が不渡 りとなつたときは、直ちにその旨を本人

に通知するとともに、その金額を当座勘定元帳から引落 し、本人

からの請求がありしだいその証券類は受入れた店舗、または振込

みを受付けた店舗で返却 します。ただし、第 4条 の場合の不渡証

券類は振込みをした第二者に返却するものとし、同条第 1項の場

合には、本人を通 じて返却することもできます。

(2)前項の場合には、あらかじめ書面による依頼を受けたものにか

ぎり、その証券類について権利保全の手続をします。

6 手形、小切手の金額の取扱い

手形、小切手を受入れまたは手形を支払 う場合には、複記のいか

んにかかわらず、所定の金額欄記載の金額によって取扱います。

7 手形の支払

(1)こ の当座勘定からは、呈示期間内に支払のため呈示された専用

約束手形にかぎつて支払います。その他の手形、小切手の支払は

しません。

(2)当座勘定の払戻 しの場合には、当金庫所定の請求手続をしてく

ださい。

8 手形用紙

(1)当 店を支払場所 とす る専用約束手形を振出す場合には、当金庫

が交付 した用紙を使用 してください。

(2)手形用紙の請求があった場合には必要と認められる枚数を交付

します。

(3)専用約束手形用紙以外の手形用紙および小切手用紙は交付 しま

せん。

9 手数料

前条の手形用紙の交付を受けるにあたつては、別にお知 らせする

手数料を支払つてください。

10 支払の範囲

(1)呈示 された手形の金額が当座勘定の支払資金をこえる場合には

当金庫はその支払義務を負いません。

(2)手形の金額の一部支払は しません。
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11 支払の選択

同日に数通の手形の支払をする場合にその総額が当座勘定の支

払資金をこえるときは、そのいずれを支払 うかは当金庫の任意とし

ます。

12 印鑑等の届出

(1)当 座勘定の取引に使用す る印鑑 (ま たは署名鑑)は 、当金庫所定

の用紙を用い、あらか じめ当店に届出てください。

(2)代理人により取引をする場合には、本人からその氏名 と印鑑 (ま

たは署名鑑 )を 前項 と同様に届出てください。

13 届出事項の変更

(1)手形、手形用紙、印章を失った場合、または印章、名称、商号、

代表者、代理人、住所、電話番号、職業または事業内容、取引を

行 う目的、法人の場合の実質的支配者、その他届出事項に変更が

あつた場合には、直ちに書面によつて当店に届出てください。

(2)前項の届出の前に、届出を行わなかったことにより生 じた損害

については、当金庫は責任を負いません。

(3)第 1項 による届出事項の変更の届出がなかったために、当金庫

か らの通知または送付す る書類等が延着 しまたは到達 しなかった

場合には、通常到達すべき時に到達 したものとみな します。

14 成年後見人等の届出

(1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始 された場合

には、直ちに書面によつて成年後見人等の氏名その他必要な事項

を届出てください。また、預金者の補助人・保佐人・後見人につ

いて、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始 された

ときも、同様に当店に届出て ください。

(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場

合には、直ちに書面によつて任意後見人の氏名その他必要な事項

を届出てください。

(3)すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または

任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前二項 と同様に、

直ちに書面によって届出てください。

(4)前 三項の届出事項に取消または変更等が生 じた場合にも同様に、

直ちに書面によつて届出てください。

(5)前四項の届出の前に、当金庫が過失なく預金者またはその成年

後見人等の行為能力に制限がないと判断 して行つた払戻 しは有効

な払戻 しとします。

¬ 5 印鑑照合等

(1)手形、請求書、諸届け書類等に使用 された印影または署名を届

出の印鑑 (ま たは署名鑑 )と 相当の注意をもつて照合 し、相違ない

ものと認めて取扱いま した うえは、その手形、請求書、諸届け書

類等につき、偽造、変造その他の事故があつても、そのために生

じた損害については、当金庫は責任を負いません。

(2)手形 として使用 された用紙を、相当の注意をもつて第 8条 の交

付用紙であると認めて取扱いました うえは、その用紙につき模造、

変造、流用があつても、そのために生 じた損害については、前項

と同様 とします。

(3)こ の規定および別に定める約束手形用法に違反 したために生 じ

た損害についても、第 1項 と同様 とします。

¬6 振出日、受取人記載もれの手形

(1)手形を振出す場合には、手形要件をできるかぎり記載 してくだ

さい。もし、振出日または受取人の記載のない手形が呈示された

ときは、その都度連絡することなく支払 うことができるものとし

ます。

(2)前項の取扱いによつて生 じた損害については、当金庫は責任を

負いません。

¬7 自己取引手形等の取扱い

(1)手形行為に取締役会の承認、社員総会の認許その他 これに類す

る手続を必要 とす る場合でも、その承認等の有無について調査を

行な うことなく、支払をすることができます。

(2)前項の取扱いによつて生 じた損害については、当金庫は責任を

負いません。

¬8利 息

当座預金には利虐、をつけません。
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19 残高の報告

当座勘定の受払または残高の照会があった場合には、当金庫所定
の方法により報告 します。

20 譲渡、質入れの禁止

この預金は、譲渡または質入れすることはできません。

21 反社会的勢力との取引拒絶
この当座勘定は、第 22条 第 4項各号のいずれにも該当しない場

合に利用することができ、第 22条 第 4項各号の一つにでも該当す
る場合には、当金庫はこの当座勘定の開設をお断わりするものとし
ます。

22 解 約

(1)こ の取引は、本人の都合でいつでも解約することができます。
ただし、当金庫に対する解約の通知は書面によるものとします。

(2)当 金庫は、支払資金預入れの再三にわたる遅延、支払の停止そ
の他相互の信頼関係が失われた場合には、いつでもこの取引を解
約することができます。

(3)次 の各号の一にでも該当した場合には、当行はこの預金取引を

停止 し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約

することができるものとします。なお、通知により解約する場合、
到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏

名、住所にあてて発信 した時に解約されたものとします。

① この預金 口座の名義人が存在 しないことが明らかになつた

合 または預金 口座の名義人の意思によらずに開設 された

とが明 らかになった場合

の預金の預金者が第 20条 に違反 した場合
の預金がマネー 。ローンダ リング、テ ロ資金供与、経済制

関係法令等に抵触する取引に利用 され、またはそのおそれ

あると合理的に認められる場合

令で定める本人確認等における確認事項、お よび第 29条
1項 で定める当金庫か らの通知等による各種確認や提出

れた資料が偽 りである場合

29条第 1項か ら第 3項 に定める取引等の制限に係 る事象
一定期間解消 されない場合

の預金が法令や公序良俗に反する行為に利用 され、または

のおそれがあると認められる場合

(4)前項のほか、次の各号の一つにでも該当し、当金庫が取引を継

続することが不適切である場合には、当金庫はこの取引を停止 し、
または解約の通知をすることによりこの当座勘定を解約すること

ができるものとします。なお、この解約によって生 じた損害につ

いては、当金庫は責任を負いません。また、この解約により当金

庫に損害が生 じたときは、その損害額を支払つてください。

① 当座勘定開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告を

したことが判明した場合

② 本人が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなつた時から5

年を経過 しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会

屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、そ
の他これらに準ずる者 (以 下これらを「暴力団員等」といい

ます。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判

明した場合
Λ 暴力団員等が経営を支配 していると認められる関係を有

すること

B暴 力団員等が経営に実質的に関与 していると認められる

関係を有すること

C自 己、自社もしくは第二者の不正の利益を図る目的また

は第二者に損害を加える目的をもつてするなど、不当に

暴力団員等を利用 していると認められる関係を有するこ

と

D暴 力団員等に対 して資金等を提供 し、または便宜を供与

するなどの関与をしていると認められる関係を有するこ

と

E役 員または経営に実質的に関与 しているもの者が暴力団

員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

③ 本人が、自らまたは第二者を利用 して次のいずれか一つにで

も該当する行為をした場合
A暴 力的な要求行為
B法的な責任を超えた不当な要求行為
C取 引に関 して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる

行為
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D風 説 を流布 し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の

信用を毀損 し、または当金庫の業務 を妨害する行為

Eそ の他前Aか らDに 準ずる行為

(5)当 金庫が解約の通知を届出の住所にあてて発信 した場合に、そ

の通知が延着 しまたは到達 しなかったときは、通常到達すべき時

に到達 したもの とみな します。

(6)手形交換所の取引停止処分を受けたために、当金庫が解約する

場合には、到達のいかんにかかわらず、その通知を発信 した時に

解約 されたものとします。

(7)手形用紙の交付枚数のいかんにかかわらず、毎年 3月 と 9月 の

当金庫所定の 日においてこの当座勘定の受払が 6か 月間なかった

場合には、取引はその 日に終了するもの とします。また、その所定

の 日において交付枚数のすべてが引落 されている場合にも、同様

とします。

23 取引終了後の処理

(1)こ の取引が終了 した場合には、その終了前に振出された手形で

あつても、当金庫はその支払義務を負いません。

(2)前項の場合には、未使用の手形用紙は直ちに当店へ返却すると

ともに、当座勘定の決済を完了してください。

24 手形交換所規則による取扱い

(1)こ の取引については、前各条のほか、関係のある手形交換所の

規則に従つて処理す るもの とします。

(2)関 係のある手形交換所で災害、事変等のやむをえない事由によ

り緊急措置がとられている場合には、第 7条 の第 1項 にかかわら

ず、呈示期間を経過 した手形についても当座勘定から支払 うこと

ができるなど、その緊急措置に従つて処理するものとします。

(3)前項の取扱いによって生 じた損害については、当金庫は責任を

負いません。

25 個人信用情報センターヘの登録

個人取引の場合において、つぎの各号の事由が一つでも生 じたと

きは、その事実を銀行協会の運営する個人信用情報センターに 5年

間 (た だし、下記第 3号の事由の場合のみ 6か月間)登録 し、同セ

ンターの加盟会員ならびに同センターと提携する個人信用情報機関
の加盟会員はその情報を自己の取引上の判断のため利用できるもの

とします。

① 差押、仮差押、支払停止、破産等信用欠如を理由として解約

されたとき。

② 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。

③ 手形交換所の不渡報告に掲載されたとき。

26 保険事故発生時における預金者からの相殺

(1)こ の預金は、当金庫に預金保険法に定める保険事故が生 じた場

合には、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、

この預金に、預金者の当金庫に対する債務を担保するため、もし

くは第二者の当金庫に対する債務で預金者が保証人となっている

ものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも

同様の取扱いとします。

(2)相 殺する場合の手続きについては、次によるものとします。

① 相殺通知は書面によるものとします。

② 複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指

定してください。ただ し、この預金で担保 される債務がある

場合には当該債務から、または当該債務が第二者の当金庫に

対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺 され

るものとします。

③ 前号の充当の指定のない場合には、当金庫の指定する順序方

法により充当いたします。

④ 第 2号 による指定により、債権保全上支障が生 じるおそれが

ある場合には、当金庫は遅滞なく異議を述べ担保・保証の状

況等を考慮 して、順序方法を指定することができるものとし

ます。

(3)相 殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等

の計算については、その期間を相殺通知が当金庫に到達 した日ま

でとして、利率、料率は当金庫の定めによるものとします。また、

借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱い

については当金庫の定めによるものとします。

(4)相 殺する場合の外国為替相場については当金庫の計算実行時の

相場を適用するものとします。

(5)相 殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて

場
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別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただ し、

借入金の期限前弁済等について当金庫の承諾を要する等の制限が

ある場合においても相殺することができるものとします。

27 休眠預金等活用法に係る最終異動日等
(1)こ の預金について、休眠預金等活用法における最終異動 日等と

は、次に掲げる日のうち最も遅い日をいうものとします。
① 「当金庫ウェブサイ トに掲げる」異動が最後にあった日

② 将来における預金に係 る債権の行使が期待 される事由とし
て次項で定めるものについては、預金に係る債権の行使が期
待される日として次項において定める日

③ 当金庫が預金者等に対 して休眠預金等活用法第 3条 第 2項
に定める事項の通知を発 した日、ただし、当該通知が預金者
に到達 した場合または当該通知を発 した日から 1か月を経
過 した場合 (1か 月を経過する日または当金庫があらかじめ

預金保険機構に通知 した日の うちいずれか遅い日までに通
知が預金者の意思によらないで返送されたときを除く。)に
限ります。

④ この預金が休眠預金等活用法第 2条 第 2項 に定める預金等
に該当することとなった日

(2)第 1項第 2号 において、将来における預金に係る債権の行使が

期待される事由とは、次の各号に掲げる事由のみをいうものとし、

預金に係る債権の行使が期待される日とは、当該各号に掲げる事
由に応 じ、当該各号に定める日とします。

① 預入期間、計算期間または償還期間の末 日 (自 動継続扱いの

預金にあっては、初回満期 日)

28 休眠預金等代替金に関する取扱い

(1)こ の預金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法
にもとづきこの預金に係る債権は消滅 し、預金者等は、預金保険

機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。

(2)前項の場合、預金者等は、当金庫を通 じてこの預金に係る休眠

預金等代替金債権の支払を請求することができます。この場合に

おいて、当金庫が承諾 したときは、預金者は、当金庫に対 して有

していた預金債権を取得する方法によつて、休眠預金等代替金債

権の支払を受けることができます。

(3)預金者等は、第 1項の場合において、次に掲げる事由が生 じた

ときは、休眠預金等活用法第 7条第 2項 による申出および支払の

請求をすることについて、あらかじめ当金庫に委任 します。

① この預金について、振込み、口座振替その他の方法により、

第二者からの入金または当行からの入金であって法令また

は契約に定める義務にもとづくもの (利 子の支払に係るもの

を除きます。)が生 じたこと

② この預金について、手形または小切手の提示その他の第二者
による債権の支払の請求が生 じたこと (当 金庫が当該支払の

請求を把握することができる場合に限ります。)

③ この預金に係 る休眠預金等代替金の支払を債権の 目的 とす

る強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分 (そ の例による処

分を含みます。)が行われたこと

④ この預金に係 る休眠預金等代替金の一部の支払が行われた

こと

(4)当 金庫は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、預金者

等に代わって第 3項 による休眠預金等代替金の支払を請求するこ

とを約 します。

① 当金庫がこの預金に係る休眠預金等代替金について、預金保

険機構から支払等業務の委託を受けていること

② この預金について、第 3項第 2号 に掲げる事由が生 じた場合

には、当該支払への請求に応 じることを目的として預金保険

機構に対して休眠預金等代替金の支払を請求すること

③ 前項にもとづく取扱いを行 う場合には、預金者等が当金庫に

対 して有 していた預金債権を取得する方法によって支払 う
こと

29 取引の制限等

(1)当 金庫は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に

把握するため、提出期限を指定 して各種確認や資料の提出を求め

ることがあります。預金者から正当な理由なく指定 した期限まで

に回答いただけない場合には、入金、払戻 し等の本規定にもとづ

く取引の一部を制限する場合があ ります。

(2)日 本国籍を保有せず本邦に居住す る預金者は、当金庫の求めに

応 じ適法な在留資格 。在留期間を保持 している旨を当金庫所定の
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方法により届出るものとします。 当該預金者が当金庫に届出た在

留期間が超過 した場合、入金、払戻 し等の本規定にもとづ く取引
の一部を制限することができるものとします。

(3)前二項の各種確認や資料の提出の求めに対す る預金者の回答、

具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考

慮 して、当金庫がマネー・ ローンダ リング、テロ資金供与、もし

くは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断 した場合

には、入金、払戻 し等の本規定にもとづ く取引の一部を制限する

場合があ ります。

(4)前 三項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの

説明等にもとづき、マネー・ ローンダ リング、テ ロ資金供与、ま

たは経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消 された

と当金庫が認める場合、当金庫は当該取引の制限を解除 します。

30 規定の変更

(1)こ の規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その

他相当の事由があると認められ る場合には、店頭表示、ホームペ

ージ掲載その他相当の方法で周知することにより、変更できるも
の とします。

(2)前項の変更は、公表の際に定める相当の期間を経過 した 日から

適用 されるものとします。

以 上

(2020年 4月 1日 現在 )

総合口座取引規定

1 総合口座取引契約の成立

(1)次の各取引は、総合口座 として利用すること (以 下「この取引」
といいます。)が できます。この取引は、お客様から当金庫所定の

申込書の提出を受け、当金庫がこれを承諾することにより契約が

成立するものとします。

① 普通預金 (利 息の付さない旨の約定のある決済用普通預金を

含みます。以下同じです。)

② 期 日指定定期預金、自由金利型定期預金 (M型 )お よび自由

金利型定期預金 (以 下これらを「定期預金Jと いいます。)

③ 第 2号の定期預金を担保 とする当座貸越。

(2)普通預金については、単独で利用することができます。

(3)第 1項 第 1号から第 3号 までの各取引については、この規定の

定めによるほか、当金庫の当該各取引の規定により取扱います。

2 取扱店の範囲

(1)普通預金は、当金庫本支店のどこの店舗でも預入れまたは払戻

し (当 座貸越を利用 した普通預金の払戻 しを含みます。)が できま

す。

(2)定期預金の預入れは、当金庫所定の金額以上とし、これらの預

金の預入れ、解約または書替継続は当金庫本支店のどこの店舗で

も取扱います。

3 定期預金の自動継続

(1)定期預金は、満期 日に前回 と同一の期間の預金に自動的に継続

します。ただ し、期 日指定定期預金は、通帳の定期預金・担保明

細欄記載の最長預入期限に期 日指定定期預金に自動的に継続 しま

す。

(2)継続 された預金についても前項 と同様 とします。

(3)継続を停止するときは、満期 日 (継続 を した ときはその満期 日)

までにその旨を当金庫本支店に申出てください。ただ し、期 日指

定定期預金については、最長預入期限 (継続をした ときはその最

長預入期限)ま でにその旨を当金庫本支店に申出てください。

4 預金の払戻 し等

(1)普 通預金の払戻 しまたは定期預金の解約、書替継続をするとき

は、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印 して、

この通帳 とともに提出 してください。

(2)前項における普通預金の払戻 しまたは定期預金の解約、書替継

続手続に加 え、普通預金の払戻 しを受けることまたは定期預金の

解約、書替継続手続を行 うことについて正当な権限を有す ること

を確認するための本人確認書類の提示等の手続 を求めることがあ

ります。 この場合、当金庫が必要 と認めるときは、この確認がで

きるまでは普通預金の払戻 しまたは定期預金の解約、書替継続の

手続を行いません。
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(3)普通預金から各種料金等の自動支払いをするときは、あらか じ

め当金庫所定の手続を してください。

(4)普通預金か ら同 日に数件の支払いをする場合に、その総額が払

戻す ことができる金額 (当 座貸越 を利用できる範囲内の金額を含

みます。)を こえるときは、そのいずれを支払 うかは当金庫の任意
とします。

5 預金利息の支払い

(1)普通預金 (た だ し、利息を付 さない旨の約定のある決済用普通

預金を除きます。)の利虐、は、毎年 3月 と 9月 の当金庫所定の 日に、

普通預金に組入れます。

(2)定期預金の利息は、元金に組入れる場合および中間払利虐、を中

間利 自、定期預金 とする場合を除き、その利払 日に普通預金に入金

します。現金で受取ることはできません。

6 当座貸越

(1)普通預金について、その残高をこえて払戻 しの請求または各種

料金等の自動支払いの請求があった場合には、当金庫はこの取引
の定期預金を担保に不足額を当座貸越として自動的に貸出し、普
通預金へ入金のうえ払戻 しまたは自動支払いします。

(2)前項による当座貸越の限度額 (以 下 「極度額」といいます。)

は、この取引の定期預金の合計額の 90%(1,000円 未満は切捨て

ます。)ま たは 1,000万 円のうちいずれか少ない金額とします。
(3)第 1項 による貸越金の残高がある場合には、普通預金に受入れ

または振込まれた資金 (受 入れた証券類の金額は決済されるまで

この資金から除きます。)は貸越金残高に達するまで自動的に返済
にあてます。なお、貸越金の利率に差異がある場合には、後記第
8条第 1項第 1号の貸越利率の高い順にその返済にあてます。

7 貸越金の担保

(1)こ の取引に定期預金があるときは、第 2項 の順序に従い、その

合計額について 1,H2万円を限度に貸越金の担保 として質権を設

定 します。

(2)こ の取引に定期預金があるときは、後記第 8条 第 1項第 1号の

貸越利率の低いものか ら順次担保 とします。なお、貸越利率が同

一 となる定期預金が数 回ある場合には、預入 日 (継続を したとき

はその継続 日)の早い順序に従い担保 とします。

(3)
① 貸越金の担保 となっている定期預金について解約または (仮 )

差押があった場合には、前条第 2項により算出される金額に
ついては、解約された預金の金額または (仮)差押にかかる

預金の全額を除外することとし、前各項と同様の方法により

貸越金の担保 とします。

② 前号の場合、貸越金が新極度額をこえることとなるときは、

直ちに新極度額をこえる金額を支払つてください。

8 貸越金利息等

(1)
① 貸越金の利息は、付利単位を 1円 とし、毎年 3月 と9月 の当

金庫所定の日に、 1年を 365日 として日割計算のうえ普通預

金から引落 しまたは貸越元金に組入れます。この場合の貸越

利率は、次のとおりとします。
A期 日指定定期預金を貸越金の担保 とする場合

その期 日指定定期預金ごとにその 「2年以上」の利率に

年 05%を加えた利率
B自 由金利型定期預金 (M型 )を貸越金の担保とする場合

その自由金利型定期預金 (M型 )ご とにその約定利率に

年 05%を加えた利率
C自 由金利型定期預金を貸越金の担保 とする場合

その自由金利型定期預金ごとにその約定利率に年 05%
を加えた利率

② 前号の組入れにより極度額をこえる場合には、当金庫からの

請求がありしだい直ちに極度額をこえる金額を支払ってく

ださい。

③ この取引の定期預金の全額の解約により、定期預金の残高が

零となつた場合には、第 1号にかかわらず貸越金の利息を同

時に支払ってください。

(2)貸越利率については、金融情勢の変化により変更することがあ

ります。この場合の新利率の適用は当金庫が定めた日からとしま

す。

(3)当 金庫に対する債務を履行 しなかった場合の損害金の割合は、

北伊勢上野信用金庫

年 146%(年 365日 の日割計算)と します。

9 届出事項の変更、通帳の再発行等

(1)通 帳や印章を失ったとき、または、印章、氏名、住所、職業ま

たは事業内容、取引を行 う目的、その他の届出事項に変更があつ

たときは、直ちに書面によって届出てください。この届出の前に、

届出を行わなかったことにより生 じた損害については、当金庫に

過失がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。

(2)こ の通帳または印章を失つた場合の普通預金の払戻 し、解約、

定期預金の元利金の支払い、または通帳の再発行は、当金庫所定

の手続を した後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、

保証人を求めることがあ ります。

(3)届 出のあった氏名、住所にあてて当金庫が通知または送付書類

を発送 した場合には、延着 しまたは到達 しなかった ときでも通常

到達すべき時に到達 したもの とみな します。

(4)通 帳を再発行する場合には、当金庫所定の手数料をいただきま

す。

0 成年後見人等の届出

(1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始 された場合

には、直ちに書面によって成年後見人等の氏名その他必要な事項

を届出てください。また、預金者の補助人・保佐人・後見人につ

いて、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始 された

ときも、同様に当金庫に届出てください。

(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場

合には、直ちに書面によつて任意後見人の氏名その他必要な事項

を届出てください。

(3)すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または

任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前二項 と同様に、

直ちに書面によって届出てください。

(4)前三項の届出事項に取消または変更等が生 じた場合にも同様に、

直ちに書面によつて届出てください。

(5)前四項の届出の前に、当金庫が過失なく預金者またはその成年

後見人等の行為能力に制限がないと判断 して行つた払戻 しは有効

な払戻 しとします。

1 印鑑照合等

この取引において払戻請求書、諸届その他の書類に使用 された印

影を届出の印鑑 と相当の注意をもつて照合 し、相違ないもの と認め

るとともに、払戻請求者の預金払戻権限について疑 うに足 りる特段

の事情がない と当金庫が過失なく判断 して行 つた払戻 しは有効な

払戻 しとします。

なお、預金者は、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻 し

の額または不正な解約、書替継続による払戻 しの額に相当す る金額

について、次条により補てんを請求することができます。

12 盗難通帳による払戻 し等

(1)盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻しまたは不正な解

約、書替継続による払戻 し (以 下、本条において 「当該払戻 し」

といいます。)に ついては、次の各号のすべてに該当する場合、預

金者は当金庫に対 して当該払戻 しの額およびこれにかかる手数

料・利檀、に相当する金額の補てんを請求することができます。

① 通帳の盗難に気づいてからすみやかに、当金庫への通知が行

われていること。

② 当金庫の調査に対 し、預金者より十分な説明が行われている

こと。

③ 当金庫に対 し、警察署に被害届を提出していることその他の

盗難にあつたことが推測される事実を確認できるものを示

していること。

(2)前項の請求がなされた場合、当該払戻 しが預金者の故意による

場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の 30日 (た だ

し、当金庫に通知することができないやむをえない事情があるこ

とを預金者が証明した場合は、30日 にその事情が継続 している期

間を加えた日数とします。)前 の日以降になされた払戻 しの額およ

びこれにかかる手数料・利虐、に相当する金額 (以下 「補てん対象

額」といいます。)を 前条本文にかかわらず補てんするものとしま

す。
ただし、当該払戻 しが行われたことについて、当金庫が善意無

過失であることおよび預金者に過失 (重過失を除く)が あること

を当金庫が証明した場合には、当金庫は補てん対象額の 4分 の 3

に相当する金額を補てんするものとします。



(3)前 二項の規定は、第 1項 にかかる当金庫への通知が、通帳が盗

取された日 (通 帳が盗取された日が明らかでないときは、盗取さ

れた通帳を用いて行われた不正な預金払戻 しが最初に行われた

日。)か ら、2年 を経過する日後に行われた場合には、適用されな
いものとします。

(4)第 2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当

金庫が証明した場合には、当金庫は補てんしません。

① 当該払戻 しが行われたことについて当金庫が善意かつ無過失
であり、かつ、次のいずれかに該当すること。
A当 該払戻 しが預金者の重大な過失により行われたこと。
B預 金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の

同居人、または家事使用人によって行われたこと。
C預 金者が、被害状況についての当金庫に対する説明にお

いて、重要な事項について偽 りの説明を行ったこと。

② 通帳の盗取が、戦争、暴動等による著 しい社会秩序の混乱に

乗 じまたはこれに付随して行われたこと。

(5)当 金庫が当該預金について預金者に払戻 しを行つている場合に

は、この払戻 しを行つた額の限度において、第 1項にもとづく補
てんの請求には応 じることはできません。また、預金者が、当該

払戻 しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合

も、その受けた限度において同様 とします。

(6)当 金庫が第 2項の規定にもとづき補てんを行つた場合に、当該

補てんを行った金額の限度において、当該預金にかかる払戻請求

権は消滅 します。

(7)当 金庫が第 2項の規定により補てんを行つたときは、当金庫は、

当該補てんを行った金額の限度において、盗取された通帳により

不正な払戻 しを受けた者その他の第二者に対 して預金者が有する

損害賠償請求権または不当利得請求権を取得するものとします。

¬3 即時支払

(1)次 の各号の一つにでも該当した場合に貸越元利金等があるとき

は、当金庫からの請求がなくても、それらを支払つてください。

① 支払いの停止または破産、民事再生手続開始の申立があった

とき。

② 預金者に相続の開始があつたことを当金庫が知つたとき。

③ 第 8条第 1項第 2号 により極度額をこえたまま 6か月を経過

したとき。

④ 行方不明や住所変更の届出を怠るなどにより、預金者の所在
が明らかでなくなったことを当金庫が知つたとき。

(2)次 の各場合に貸越元利金等があるときは、当金庫からの請求が

ありしだい、それ らを支払つてください。

① 当金庫に対する債務の一つでも返済が遅れているとき。

② その他債権の保全を必要とする相当の事由が生 じたとき。

14 解約等

(1)普 通預金口座を解約するときは、当金庫所定の払戻請求書に届

出の印章により記名押印 して、通帳とともに当金庫本支店に提出

してください。
この場合、この取引は終了するものとし、貸越元利金等がある

ときはそれらを支払つてください。なお、この通帳に定期預金の

記載がある場合で、定期預金の残高があるときは、別途に定期預

金証書 (通 帳)を発行 します。

(2)前 項の解約手続にカロえ、この預金の解約手続を行 うことについ

て正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示

等の手続を求めることがあります。この場合、当金庫が必要と認

めるときは、この確認ができるまでは解約手続を行いません。

(3)第 1項における記名押印は、個人である預金者本人による手続
の場合に限り、当金庫が認めたときは、届出の印章の押印を受け

ず本人の署名をもつてこれに替えることができます。

(4)前条各項の事由があるときは、当金庫はいつでも貸越を中止し

または貸越取引を解約できるものとします。

(5)次 の各号の一にでも該当した場合には、当金庫はこの預金取引

を停止 し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解

約することができるものとします。なお、通知により解約する場

合、到達のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を届出のあ

った氏名、住所にあてて発信 した時に解約されたものとします。

① この預金 口座の名義人が存在 しないことが明らかになった

場合または預金 口座の名義人の意思によらずに開設 された

ことが明らかになった場合

② この預金の預金者が第 16条第 1項 に違反 した場合

③ この預金がマネー・ ローンダリング、テロ資金供与、経済制
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裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれ
があると合理的に認められる場合

④ 法令で定める本人確認等における確認事項、および第 18条

第 1項で定める当金庫からの通知等による各種確認や提出

された資料が偽 りである場合

⑤ 第 18条 第 1項から第 3項 に定める取引等の制限に係る事象
が一定期間解消されない場合

⑥ この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、または

そのおそれがあると認められる場合

(6)前項のほか、次の各号の一つにでも該当し、預金者 との取引を

継続することが不適切である場合には、当金庫はいつでも取引を

停止 し、または通知することによりこの取引を解約することがで

きるものとします。通知により解約する場合、到着のいかんにか

かわらず、当金庫が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあて

て発信 した時に解約されたものとします。この取引を解約 した場

合において、貸越元利金等があるときはそれ らを支払つてくださ
い。なお、この解約によつて生じた損害金については、当金庫は

責任を負いません。また、この解約により当金庫に損害が生 じた

ときは、その損害額を支払ってください。

① 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申

告をしたことが判明した場合

② 預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から

5年 を経過 しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総

会屋等、社会運動等標ぼ うゴロまたは特殊知能暴力集団等、

その他これ らに準ずる者 (以 下これらを「暴力団員等」とい

います。)に 該当し、または次のいずれかに該当することが

判明した場合
A暴 力団員等が経営を支配 していると認められる関係を有

すること。
B暴 力団員等が経営に実質的に関与していると認められる

関係を有すること。
C自 己、自社もしくは第二者の不正の利益を図る目的また

は第三者に損害をカロえる目的をもつてするなど、不当に

暴力団員等を利用 していると認められる関係を有するこ

と。
D暴 力団員等に対 して資金等を提供 し、または便宜を供与

するなどの関与をしていると認められる関係を有するこ

と。
E役員または経営に実質的に関与 している者が暴力団員等

と社会的に非難されるべき関係を有すること。

③ 預金者が、自らまたは第二者を利用 して次のいずれか一つに

でも該当する行為をした場合

A暴 力的な要求行為
B法的な責任を超えた不当な要求行為

C取 引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる

行為
D風 説を流布 し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の

信用を毀損 し、または当金庫の業務を妨害する行為

Eその他前Aか らDに 準ずる行為

可5 差引計算等

(1)こ の取引による債権を履行 しなければならない場合には、当金

庫は次のとおり取扱 うことができるものとします。

① この取引の定期預金については、その満期 日前でも貸越元利

金等と相殺できるものとします。また、相殺できる場合は事

前の通知および所定の手続を省略 し、この取引の定期預金を

払戻 し、貸越元利金等の弁済にあてることもできるものとし

ます。

② 前号により、なお残 りの債務がある場合には直ちに支払つて

ください。

③ 第 1号 から第 2号 により、なお普通預金の残高がある場合に

は、この通帳を持参の うえ、当金庫に申出てください。この

場合、当金庫は相当の期間をおき、必要な書類等の提出また

は保証人を求めることがあります。

(2)前項によつて差引計算等をする場合、債権債務の利息および損

害金の計算については、その期間を計算実行の日までとし、定期

預金の利率はその約定利率とします。

16 譲渡、質入れの禁止

(1)普通預金、定期預金その他のこの取引にかかるいつさいの権利

およびこの通帳は、譲渡または質入れすることはできません。



(2)当 金庫がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、
当金庫所定の書式により行います。

¬7 保険事故発生時における預金者からの相殺
(1)定 期預金は、満期 日が未到来であっても、当金庫に預金保険法

の定める保険事故が生じた場合には、当金庫に対する借入金等の

債務 と相殺する場合にかぎり当該相殺額について期限が到来した

ものとして、相殺することができます。なお、定期預金が第 7条
第 1項 により貸越金の担保となっている場合にも同様の取扱いと
します。

(2)前 項により相殺する場合には、次の手続によるものとします。

① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務があ
る場合には充当の順序方法を指定のうえ、当金庫所定の払戻
請求書に届出の印章により記名押印 してこの通帳 とともに

直ちに当金庫に提出してください。ただし、相殺により貸越
金が新極度額をこえることとなるときは、新極度額をこえる
金額を優先 して貸越金に充当することとします。

② 前号の充当の指定がない場合には、当金庫の指定する順序方

法により充当いた します。

③ 第 1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれが

ある場合には、当金庫は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の

状況等を考慮 して、順序方法を指定することができるものと
します。

(3)第 1項により相殺する場合の利虐、等については、次のとお りと

します。

① 定期預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当

金庫に到達 した日の前日までとして、利率は約定利率を適用

するものとします。

② 借入金等の債務の利虐、、割引料、遅延損害金等の計算につい

ては、その期間を相殺通知が当金庫に至1達 した日までとして、

利率、料率は当金庫の定めによるものとします。また、借入

金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱
いについては当金庫の定めによるものとします。

(4)第 1項により相殺する場合の外国為替相場については当金庫の

計算実行時の相場を適用するものとします。

(5)第 1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手

続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとし

ます。ただし、借入金の期限前弁済等について当金庫の承諾を要

する等の制限がある場合においても相殺することができるものと

します。

¬8 取引の制限等

(1)当 金庫は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に

把握す るため、提出期限を指定 して各種確認や資料の提出を求め

ることがあ ります。預金者から正当な理由なく指定 した期限まで

に回答いただけない場合には、入金、払戻 し等の本規定にもとづ

く取引の一部を制限す る場合があ ります。

(2)日 本国籍 を保有せず本邦に居住する預金者は、当金庫の求めに

応 じ適法な在留資格 。在留期間を保持 している旨を当金庫所定の

方法により届出るもの とします。当該預金者が当金庫に届出た在

留期間が超過 した場合、入金、払戻 し等の本規定にもとづ く取引

の一部を制限す ることができるもの とします。

(3)前二項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、

具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考

慮 して、当金庫がマネー・ ローンダリング、テ ロ資金供与、もし

くは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断 した場合

には、入金、払戻 し等の本規定にもとづ く取引の一部を制限す る

場合があります。

(4)前 三項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの

説明等にもとづき、マネー・ ローンダ リング、テ ロ資金供与、ま

たは経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消された

と当金庫が認める場合、当金庫は当該取引の制限を解除 します。

¬9 未利用口座管理手数料

(1)未 利用 口座管理手数料は、別に定める未利用 口座が対象 とな り

ます。

(2)こ の預金 口座が未利用 口座になつた場合は、この預金 口座か ら

払戻請求書等によらず別に定める未利用 口座管理手数料を引落 し

ます。

(3)こ の預金 口座の残高が未利用 口座管理手数料に満たない場合は

残高全額を未利用 口座管理手数料の一部 として引落 し、預金者に
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通知することなくこの預金口座を解約 します。

(4)前二項で引落 した手数料は返却 しません。

20 規定の変更

(1)こ の規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その

他相当の事由があると認められ る場合には、店頭表示、ホームペ

ージ掲載その他相当の方法で周知することにより、変更できるも
のとします。

(2)前項の変更は、公表の際に定める相当の期間を経過 した 日から

適用 されるもの とします。

以 上

(2021年 H月 1日 現在 )

しんきん通帳アプリ総合口座開設規約

1 総合口座取引契約の成立

(1)次の各取引は、総合口座 として利用すること (以下「この取引J

といいます。)ができます。この取引は、お客様が「北伊勢上野信

用金庫 しんきん通帳アプ リロ座」に関する特約 (以 下 「この特

約」といいます。)に 同意いただき、当金庫がこれを承諾すること

により契約が成立するものとします。

①普通預金 (利 息の付さない旨の約定のある決済用普通預金を

含みます。以下同じです。)

②自由金利型定期預金 (M型 )

③第 2号の定期預金を担保とする当座貸越。

(2)普通預金については、単独で利用することができます。

(3)第 1項第 1号 から第 3号 までの各取引については、この特約の

定めによるほか、当金庫の当該各取引の規定により取扱います。

以 上

(2021年 6月 20日 現在 )

普通預金規定 (決済用普通預金を含む )

預金契約の成立および取扱店の範囲

普通預金および決済用普通預金 (以 下「この預金」といいます。)

は、お客様か ら当金庫所定の申込書の提出を受け、当金庫がこれを

承諾することにより契約が成立するもの とします。また、この預金

は、当金庫本支店の どこの店舗でも預入れまたは払戻 しができます。

2 預金の払戻 し

(1)こ の預金を払戻す ときは、当金庫所定の払戻請求書に届出の印

章により記名押印 してこの通帳 とともに提出 してください。

(2)前項の払戻 しの手続に加 え、当該預金の払戻 しを受けることに

ついて正当な権限を有す ることを確認するための本人確認書類の

提示等の手続を求めることがあります。 この場合、当金庫が必要

と認めるときは、この確認ができるまでは払戻 しを行いません。

(3)こ の預金 口座から各種料金等の自動支払いをするときは、あら

か じめ当金庫所定の手続きを してください。

(4)同 日に数件の支払いをする場合にその総額が預金残高をこえる

ときは、そのいずれを支払 うかは当金庫の任意 とします。

3 利 息

この預金の利虐、は、毎 日の最終残高 (受 入れた証券類の金額は決

済 されるまでこの残高から除きます。)1,000円 以上について付利単

位 を 100円 として、店頭表示する毎 日の利率によつて計算の うえ毎

年 3月 と 9月 の当金庫所定の 日に、この預金に組入れます。なお、

利率は金融情勢に応 じて変更 します。ただ し、利虐、をつけない旨の

約定のある決済用普通預金には利虐、をつけません。

4 未利用口座管理手数料

(1)未利用 口座管理手数料は、別に定める未利用 口座が対象 とな り

ます。

(2)こ の預金 口座が未利用 口座になつた場合は、この預金 口座から

払戻請求書等によらず別に定める未利用 口座管理手数料を引落 し

ます。

(3)こ の預金 口座の残高が未利用 口座管理手数料に満たない場合は

残高全額を未利用 口座管理手数料の一部 として引落 し、預金者に

通知することなくこの預金 口座を解約 します。

(4)前二項で引落 した手数料は返却 しません。
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5 規定の変更

(1)こ の規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その

他相当の事由があると認められ る場合には、店頭表示、ホームペ

ージ掲載その他相当の方法で周知することにより、変更できるも
のとします。

(2)前項の変更は、公表の際に定める相当の期間を経過 した 日から

適用 されるもの とします。

この預金には、本規定のほか、「普通預金 (決済用普通預金を含
む)、 貯蓄預金、納税準備預金共通規定」が適用されます。

以 上

(2021年 11月 1日 現在 )

しんきん通帳アプリロ座に関する特約

1 特約の適用範囲等

(1)こ の特約は、「北伊勢上野信用金庫 しんきん通帳アプリロ座」
(以 下 「通帳アプリロ座 とい う。)に適用される事項を定めます。

(2)こ の特約は、次の規定 (以 下「関連規定」とい う。)の 一部を構

成するとともに関連規定と一体として取 り扱われるものとし、こ

の特約に定めがある事項はこの特約の定めが適用され、この特約
に定めがない事項に関 しては関連規定が適用されるものとします。

①総合口座取引規定

②普通預金規定 (決済用預金を含む )

③普通預金 (決済用預金を含む)、 貯蓄預金、納税準備預金共通

規定

2 通帳アプリロ座

(1)通帳アプリロ座は、個人のお客さまを対象とし、通帳の発行に

代えて『 しんきん通帳アプリ』の利用により入出金明細を確認い

ただく預金口座をいいます。

(2)預金口座の開設にあたっては、当金庫所定の手続きにより通帳

を発行する預金口座 (以 下「有通帳口座」という。)の ほか、通帳
アプリロ座を選択できるものとします。

(3)通帳アプリロ座は、キャッシュカー ドの発行および『 しんきん

通帳アプリ』へ対象となる預金口座の登録を必須とします。

3 取扱店の範囲

(1)通 帳アプリロ座は、原則、現金自動預入払出兼用機 (現金自動

預金機および現金自動支払機を含みます。)の ご利用、またはイン

ターネットバンキングのご利用によりお取引いただきます。ただ

し、現金自動預入払出兼用機を使用 した通帳によるお取引 (振替

入金、定期入金等)は ご利用いただけません。

(2)当 金庫の店舗をご利用の場合、通帳アプリロ座は、預金口座を

開設 した店舗のほか当金庫本支店いずれの店舗でもお取引いただ

けます。

4 入出金明細の確認

(1)通帳アプリロ座の入出金明細は、『 しんきん通帳アプリ』により

ご確認いただけます。

(2)前 項の方法による入出金明細の確認可能期間は、当金庫所定の

期間とします。

5 有通帳口座から通帳アプリロ座への切替え

(1)有 通帳口座から通帳アプリロ座への切替えは、『 しんきん通帳

アプリ』により切替えることができるものとします。

(2)有 通帳口座を通帳アプリロ座へ切替えた場合、有通帳口座の通

帳は通帳アプリロ座へ切替えた時点でご利用いただけなくなりま

す。

(3)切 替時点で通帳に記帳されていない入出金明細は、通帳に記帳
いたしません。当該入出金明細は、切替 日の翌々日から、『 しんき

ん通帳アプリ』で確認することができます。なお、切替前に通帳

に記帳されている入出金明細については、本アプリでの確認はで

きません。

(4)有通帳口座から通帳アプリロ座へ切替えた当日以降の入出金明

細は、『 しんきん通帳アプリ』で確認ができます。

6 通帳アプリロ座か ら有通帳口座への切替え

(1)当 金庫所定の手続きにより、通帳アプ リロ座から有通帳 口座ヘ

切替えることができるものとします。

北伊勢上野信用金庫

(2)通 帳アプリロ座を『 しんきん通帳アプリ』から削除 した場合、
または各種事情により同サービスがご利用できない場合は、有通

帳口座への切替が必要となります。

(3)新たに発行する通帳には、有通帳口座への切替えた時点以降の

入出金明細を記帳 します。

(4)切 替えには、当金庫所定の通帳発行手数料を申し受けます。

7 預金の受入れ

店頭で通帳アプリロ座に現金、手形、小切手等を受け入れるとき
は、当金庫所定の書類の提出のほか、対象となる預金口座のキャッ
シュカー ドの提示または『 しんきん通帳アプリ』における有効な口

座情報の提示が必要です。ご提出等がない場合、当金庫所定の振込

手数料を申し受ける場合があります。

8 預金の払戻 し等

(1)店頭における通帳アプリロ座の普通預金の払戻 しまたは定期預

金の解約、書替継続をするときは、当金庫所定の書類の提出のほ

か、対象となる預金口座のキャッシュカー ドの提示または『 しん

きん通帳アプリ』における有効な口座情報の提示が必要です。

(2)前項の払戻 しまたは解約等の手続に加え、当該預金の払戻 しま

たは解約等を行 うことについて正当な権限を有することを確認す

るための本人確認書類の提示等の手続を求めることがあります。
この場合、当金庫が必要と認めるときは、この確認ができるまで

は払戻 しまたは解約等を行いません。

9『 しんきん通帳アプリ』による定期預金取引に関する注意事項

(1)『 しんきん通帳アプリ』により当金庫所定の定期預金取引を行 う
ことができます。定期預金口座開設、新約及び預入については、

『 しんきん通帳アプリ』に通帳 レスロ座 として登録されている普

通預金口座を総合口座 (以 下「登録総合口座 (普 通預金 )」 という。)

とする場合に受け付けます。

(2)『 しんきん通帳アプリ』にて開設 した定期預金口座については、

当金庫が特に定める場合を除き、登録総合口座 (普通預金)のお

取引店 とし、届出印鑑は登録総合口座 (普 通預金)の届出印鑑 と

共通とします。

(3)『 しんきん通帳アプリ』における定期預金の解約の場合、元金と

利虐、を登録総合口座 (普通預金)へ振 り替えます。

(4)定期預金の預入れ・解約の取消を行 う場合は、店頭での手続き

が必要になりますので、店頭にてお申し出ください。

10 通帳アプリロ座の解約

(1)通 帳アプリロ座を解約する場合には、対象となる預金口座のキ

ャッシュカー ドの提示または『 しんきん通帳アプリ』における有

効な口座情報の提示が必要です。

(2)通 帳アプリロ座を解約 した時点で、『 しんきん通帳アプリ』では、

対象となる預金口座の入出金明細の確認ができなくなります。

(3)通 帳アプリロ座の解約後において、店頭にて対象となる預金口

座の入出金明細を発行する場合には、当金庫所定の手数料を申し

受けます。

11 特約の変更

(1)こ の特約の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その

他相当の事由があると認められる場合には、当金庫 ウェブサイ ト
ヘの掲載による公表その他相当の方法で周知す ることにより、変

更できるもの とします。

(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始 日から適用 され る

ものとします。

以 上

(2021年 6月 20日 現在 )

貯蓄預金規定

1 預金契約の成立および取扱店の範囲

貯蓄預金 (以 下 「この預金」 といいます。)は 、お客様から当金

庫所定の申込書の提出を受け、当金庫がこれを承諾することにより

契約が成立するもの とします。また、この預金は、当金庫本支店の

どこの店舗でも預入れまたは払戻 しができます。

2 預金の払戻 し

(1)こ の預金を払戻す ときは、当金庫所定の払戻請求書に届出の印

章により記名押印 してこの通帳 とともに提出 してください。
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(2)前項の払戻 しの手続に加え、当該預金の払戻 しを受けることに
ついて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の

提示等の手続を求めることがあ ります。 この場合、当金庫が必要

と認めるときは、この確認ができるまでは払戻 しを行いません。

3 自動支払い等
この預金口座からは、各種料金等の自動支払いをすることはでき

ません。また、この預金口座を給与、年金、配当金および公社債元
利金の自動受取口座 として指定することはできません。

4 利 息
この預金の利壇、は、毎日の最終残高 (受 入れた証券類の金額は決

済されるまでこの残高から除きます。以下同じです。)1,000円 以上
について付利単位を 1円 として、店頭に表示する毎日の金額階層区

分別の利率によつて計算の うえ、毎年 3月 と9月 の当金庫所定の日
に、この預金に組入れます。なお、利率は、金融情勢に応 じて変更
します。

5 未利用口座管理手数料

(1)未利用口座管理手数料は、別に定める未利用口座が対象となり

ます。

(2)こ の預金口座が未利用口座になつた場合は、この預金口座から

払戻請求書等によらず別に定める未利用口座管理手数料を引落 し

ます。

(3)こ の預金口座の残高が未利用口座管理手数料に満たない場合は、

残高全額を未利用口座管理手数料の一部として引落 し、預金者に

通知することなくこの預金口座を解約 します。

(4)前二項で引落した手数料は返却 しません。

6 規定の変更

(1)こ の規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その

他相 当の事由があると認められ る場合には、店頭表示、ホームペ

ージ掲載その他相当の方法で周知す ることにより、変更できるも

の とします。

(2)前項の変更は、公表の際に定める相当の期間を経過 した 日から

適用 されるものとします。

この預金には、本規定のほか、「普通預金 (決済用普通預金を含

む )、 貯蓄預金、納税準備預金共通規定」が適用されます。

以 上

(2021年 11月 1日 現在 )

貯蓄預金スウィングサービス規定

1 貯蓄預金スウィングサービス (以 下「このサービス」といいます。)

は、お客様から当金庫所定の申込書の提出を受け、当金庫がこれを

承諾することにより契約が成立するものとします。また、このサー

ビスは、貯蓄預金規定にかかわらず、次による預金間の自動振替を

取 り扱います。

普通預金口座からの自動支払いによる貯蓄預金口座への振替 (以

下 「順スウィング」といいます)お よび、貯蓄預金口座からの自動

支払いによる普通預金口座への振替 (以 下 「逆スウィング」といい

ます )。

2こ のサービスによる預金間の自動振替は、次により取 り扱います。

① 順スウィングでは、振替指定日に普通預金口座から預金口座

振替により引落 し、貯蓄預金口座への振替を行います。

ただし、振替の結果、貯蓄預金残高が当該貯蓄預金の基準残

高 10万 円に満たない場合は、通知することなく振替は行い

ません。

② 逆スウィングでは、振替指定日に貯蓄預金口座から預金口座

振替により引落 し、普通預金口座への振替を行います。
ただし、振替の結果、貯蓄預金残高が 10万 円未満になる場

合は、通知することなく振替は行いません。

なお、逆スウィング処理以前から、貯蓄預金残高が 10万 円

未満の場合は、不足額の振替を行います。

③ 順スウィングサービス、逆スウィングサービスいずれの場合

も、受け入れた証券類の金額は決済されるまで該当する残高

から除きます。
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3 振替指定日が当金庫の休業 日にあたる場合は、その翌営業 日をも
つて振替 日とします。

4 このサービスは順スウィング、逆スウィングとも貯蓄預金規定の

自動支払等の制限にかかわらず、自動振替を登録することができま

す。
また、スウィングサービスは同一名義口座間に限り取 り扱います。

5 順スウィングの振替金額は、 1万円以上 1万 円単位、逆スウィン

グの振替金額は、 1円 単位 とします。

6 貯蓄預金スウィングサービス契約による口座振替における預金か

らの引落 しにあたっては、普通預金規定および貯蓄預金規定にかか

わらず、普通預金通帳ならびに貯蓄預金通帳、および普通預金払戻

請求書、貯蓄預金払戻請求書の提出は不要とします。

7 貯蓄預金スウィングサービス契約による口座振替については、日

座振替済の通知は省略するものとします。

8 相続の開始等、貯蓄預金スウィングサービス契約の解約を必要と

する相当の事由が生 じたときは、その事由が生 じた日に貯蓄預金ス

ウィングサービス契約は通知することなく解約いたします。
この場合、あらためて貯蓄預金スウィングサービス申込書の提出

がない限 り取扱いません。

9 貯蓄預金スウィングサービス申込書の内容を変更する場合ならび

にこの契約を解約する場合は、あらかじめ書面によつて取引店に届

出てください。
この届出の前に生じた損害については当金庫は責任を負いません。

可0 この取扱いについて仮に紛議を生じても、当金庫の責によるも
のを除き当金庫は責任を負いません。

11 規定の変更

(1)こ の規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その

他相 当の事由があると認められ る場合には、店頭表示、ホームペ

ージ掲載その他相 当の方法で周知することにより、変更できるも

の とします。

(2)前項の変更は、公表の際に定める相当の期間を経過 した 日から

適用 されるもの とします。

以 上

(2020年 4月 1日 現在 )

納税準備預金規定

預金契約の成立および取扱店の範囲

納税準備預金 (以 下 「この預金」といいます。)は 、お客様から

当金庫所定の申込書の提出を受け、当金庫がこれを承諾することに

より契約が成立するものとします。また、この預金は、国税または

地方税 (以 下 「租税」といいます。)納付の準備のためのもので、

当金庫本支店のどこの店舗でも預入れまたは払戻 しができます。

2 預金の払戻 し

(1)こ の預金は、預金者 (ま たは同居の親族)の租税納付にあてる

場合にかぎり払戻 しができます。ただ し、災害その他の事由で当

金庫がやむをえない と認めた ときは租税納付以外の 目的でも払戻

しができます。

(2)こ の預金を払戻す ときは、当金庫所定の払戻請求書に届出の印

章により記名押印 して通帳 とともに当金庫に提出 してください。

(3)前二項の払戻 しの手続に加 え、当該預金の払戻 しを受けること

について正当な権限を有す ることを確認するための本人確認書類

の提示等の手続を求めることがあ ります。 この場合、当金庫が必

要 と認めるときは、この確認ができるまでは払戻 しを行いません。

(4)租税納付のためにこの預金を払戻す ときは、同時に納付書、納

税告知書、その他租税納付に必要な書類を提出 してください。 こ

の場合、当金庫は直ちに租税納付の手続 をします。ただ し、当金

庫で取扱 うことのできない租税については納付先宛の信用金庫振

出小切手を渡 しますので、これにより納付 してください。

(5)こ の預金 口座から租税の自動支払いをするときは、あらか じめ

当金庫所定の手続 をしてください。同 日に数件の支払いをす る場

合にその総額が預金残高をこえるときは、そのいずれを支払 うか
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は当金庫の任意 とします。

3 利 息

(1)こ の預金の利壇、は、毎日の最終残高 (受入れた証券類の金額は
決済されるまでこの残高から除きます。)1,000円 以上については

付利単位を 100円 として、店頭表示の納税準備預金利率によって

計算の うえ、毎年 3月 と9月 の当金庫所定の日に、この預金に組
入れます。なお、利率は当金庫任意の日に変更 し、新利率は当金

庫が定めた日から適用 します。
(2)租税納付以外の目的でこの預金を払戻 した場合および 「普通預

金 (決済用預金含む)、 貯蓄預金、納税準備預金共通規定J第 10

条第 3項の規定によりこの預金を解約 した場合、その払戻日が属
する利息計算期間中の利息は、店頭に表示する毎日の普通預金の

利率によつて計算 します。

(3)前二項の利率は金融情勢に応 じて変更します。

(4)こ の利息には第 2項の場合を除き所得税はかかりません。

4 納税貯蓄組合法による特例
この預金が納税貯蓄組合法にもとづき結成 された組合の組合員

が行 う納税準備預金 (以 下 「納税貯蓄組合預金」といいます。)で
ある場合は、預金の払戻 しおよび利雇、に つき次のとお り取扱いま

す。

① 納税貯蓄組合預金は第 2条 第 1項の規定にかかわらず租税

納付以外の目的でも払戻 しができます。

② 租税納付以外の目的で払戻 した場合、その払戻 日が属する利

息、計算期間中の利檀、は、第 3条第 2項 と同様に普通預金の利
率によって計算 しますが、その払戻額の合計額が当該利息計

算期間中において納税貯蓄組合法に定める一定金額以下の

ときは、所得税はかかりません。
5 規定の変更

(1)こ の規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その

他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示、ホームペ

ージ掲載その他相当の方法で周知することにより、変更できるも
のとします。

(2)前項の変更は、公表の際に定める相当の期間を経過 した日から

適用されるものとします。
この預金には、本規定のほか、「普通預金 (決済用普通預金を含

む)、 貯蓄預金、納税準備預金共通規定」が適用されます。

以 上

(2020年 4月 1日 現在 )

普通預金 (決済用普通預金を含む)、

貯蓄預金、納税準備預金共通規定

1 証券類の受入れ

(1)こ の預金 口座には、現金のほか、手形、小切手、配当金領収証

その他の証券で直ちに取立のできるもの (以 下 「証券類」 といい

ます。)を受入れます。

(2)手 形要件 (と くに振出 日、受取人 )、 小切手要件 (と くに振出 日)

の白地はあらか じめ補充 してください。当金庫は白地を補充する

義務を負いません。

(3)証券類の うち裏書、受取文言等の必要があるものはその手続 を

済ませてください。

(4)手形、小切手を受入れ るときは、複記のいかんにかかわらず、

所定の金額欄記載の金額によつて取扱います。

(5)証券類の取立のためとくに費用を要する場合には、店頭表示の

代金取立手数料に準 じてその取立手数料をいただきます。

2 振込金の受入れ

(1)こ の預金 口座には、為替による振込金を受入れます。ただ し、

預金者 より、当該振込みに係 る入金拒絶の申 し出が事前にある場

合には、入金の受入れをせず、資金を振込人に返還 します。また、

預金者に相続が開始 した後 (当 金庫が預金者の死亡届を受理 した

後)の振込金は、入金の受入れをせず、資金を振込人に返還 しま

す。

(2)こ の預金 口座への振込について、振込通知の発信金融機関か ら

重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、振込金の

入金記帳を取消 します。

北伊勢上野信用金庫

3 受入証券類の決済、不渡 り

(1)証券類は、受入店で取立、不渡返還時限の経過後その決済を確

認 した うえでなければ、受入れた証券類の金額にかかる預金の払

戻 しはできません。その払戻 しができる予定の 日は、通帳の摘要

欄に記載 します。

(2)受 入れた証券類が不渡 りとなつたときは預金にな りません。 こ

の場合は直ちにその通知を届出の住所宛に発信す るとともに、そ

の金額を預金元帳から引落 し、その証券類は受入店で返却 します。

(3)前項の場合には、あらか じめ書面による依頼を受けたものにか

ぎり、その証券類について権利保全の手続きをします。

4 届出事項の変更、通帳の再発行等

(1)個 人のこの預金の取引において、通帳や印章を失つた とき、ま

たは、印章、氏名、住所、職業または事業内容、取引を行 う目的、

その他の届出事項に変更があつたときは、直ちに書面によって届

出てください。 この届出の前に、届出を行わなかったことにより

生 じた損害については、当金庫に過失がある場合を除き、当金庫

は責任を負いません。

(2)個人以外のこの預金の取引において、通帳や印章を失ったとき、

または、印章、名称、所在地、事業内容、取引を行 う目的、法人

の場合の実質的支配者、その他の届出事項に変更があつたときは、

直ちに書面によって届出てください。 この届出の前に、届出を行

わなかったことにより生 じた損害については、当金庫に過失があ

る場合を除き、当金庫は責任 を負いません。

(3)通 帳または印章を失つた場合のこの預金の払戻 し、解約または

通帳の再発行は当金庫所定の手続 をした後に行います。この場合、

相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあ ります。

(4)通 帳を再発行 (汚損等による再発行 を含みます。)す る場合に

は、当金庫所定の手数料をいただきます。

5 成年後見人等の届出

(1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐 。後見が開始された場合

には、直ちに書面によつて成年後見人等の氏名その他必要な事項

を届出てください。また、預金者の補助人・保佐人・後見人につ

いて、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された

ときも、同様に当金庫に届出てください。

(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場

合には、直ちに書面によって任意後見人の氏名その他必要な事項

を届出てください。

(3)すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または

任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前二項と同様に、

直ちに書面によつて届出てください。

(4)前三項の届出事項に取消または変更等が生 じた場合にも同様に

直ちに書面によつて届出てください。

(5)前四項の届出の前に、当金庫が過失なく預金者またはその成年

後見人等の行為能力に制限がないと判断 して行った払戻 しは有効

な払戻 しとします。

6 印鑑照合等

払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と

相当の注意をもつて照合 し、相違ないものと認めるとともに、払戻

請求者の預金払戻権限について疑 うに足 りる特段の事情がないと

当金庫が過失なく判断 して行った払戻 しは有効な払戻 しとします。

なお、個人のこの預金の取引において、預金者は、盗取された通

帳を用いて行われた不正な払戻 しの額に相当する金額について、次

条により補てんを請求することができます。

7 盗難通帳による払戻 し等

(1)個 人のこの預金の取引において、盗取 された通帳を用いて行わ

れた不正な払戻 し (以下、本条において 「当該払戻 し」 といいま

す。)に ついては、次の各号のすべてに該当する場合、預金者は当

金庫に対 して当該払戻 しの額およびこれにかかる手数料・利虐、に

相当する金額の補てんを請求することができます。

① 通帳の盗難に気づいてか らすみやかに、当金庫への通知が行

われていること。

② 当金庫の調査に対 し、預金者より十分な説明が行われている

こと。

③ 当金庫に対 し、警察署に被害届を提出 していることその他の

盗難にあったことが推測 され る事実を確認できるものを示

していること。

(2)前項の請求がなされた場合、当該払戻 しが預金者の故意による
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場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の 30日 (た だ
し、当金庫に通知することができないやむをえない事情があるこ
とを預金者が証明した場合は、30日 にその事情が継続 している期
間を加えた日数 とします。)前 の日以降になされた払戻しの額およ
びこれにかかる手数料・利屋、に相当する金額 (以 下「補てん対象
額」といいます。)を 前条本文にかかわらず補てんするものとしま

す。
ただ し、当該払戻 しが行われたことについて、当金庫が善意無

過失であることおよび預金者に過失(重過失を除く)が あることを
当金庫が証明した場合には、当金庫は補てん対象額の 4分の 3に
相当する金額を補てんするものとします。

(3)前 二項の規定は、第 1項 にかかる当金庫への通知が、この通帳
が盗取された日 (通帳が盗取された日が明らかでないときは、盗

取された通帳を用いて行われた不正な預金払戻 しが最初に行われ
た日。)か ら、2年 を経過する日後に行われた場合には、適用され
ないものとします。

(4)第 2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当
金庫が証明した場合には、当金庫は補てんしません。

① 当該払戻 しが行われたことについて当金庫が善意かつ無過

失であり、かつ、次のいずれかに該当すること。
A当 該払戻 しが預金者の重大な過失により行われたこと。
B預金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の

同居人、または家事使用人によつて行われたこと。
C預 金者が、被害状況についての当金庫に対する説明にお

いて、重要な事項について偽 りの説明を行つたこと。

② 通帳の盗取が、戦争、暴動等による著 しい社会秩序の混乱に

乗 じまたはこれに付随 して行われたこと。

(5)当 金庫が当該預金について預金者に払戻 しを行つている場合に

は、この払戻 しを行った額の限度において、第 1項にもとづく補
てんの請求には応 じることはできません。
また、預金者が、当該払戻 しを受けた者から損害賠償または不

当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様 としま

す。

(6)当 金庫が第 2項の規定にもとづき補てんを行つた場合に、当該

補てんを行つた金額の限度において、当該預金にかかる払戻請求

権は消滅 します。

(7)当 金庫が第 2項の規定により補てんを行つたときは、当金庫は

当該補てんを行った金額の限度において、盗取された通帳により

不正な払戻 しを受けた者その他の第二者に対 して預金者が有する

損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとしま

す。

8 譲渡、質入れ等の禁止

(1)こ の預金、預金契約上の地位その他この取引にかかるいつさい

の権利および通帳は、譲渡、質入れその他第二者の権利を設定す

ること、または第二者に利用させることはできません。

(2)当 金庫がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には

当金庫所定の書式により行います。

9 反社会的勢力との取引拒絶
この預金口座は、第 10条第 3項各号のいずれにも該当しない場

合に利用することができ、第 10条第 3項各号の一つにでも該当す

る場合には、当金庫はこの預金口座の開設をお断わりするものとし

ます。

10 解約等

(1)こ の預金 口座 を解約するときは、当金庫所定の払戻請求書に届

出の印章により記名押印 して、通帳 とともに当金庫本支店に提出

してください。

(2)前 項の解約手続に加 え、この預金の解約手続 を行 うことについ

て正当な権限を有す ることを確認す るための本人確認書類の提示

等の手続を求めることがあります。 この場合、当金庫が必要 と認

めるときは、この確認ができるまでは解約手続 を行いません。

(3)第 1項 における記名押印は、個人である預金者本人による手続

の場合に限 り、当金庫が認めたときは、届出の印章の押印を受け

ず本人の署名をもってこれに替えることができます。

(4)次 の各号の一つにでも該当した場合には、当金庫はこの預金取

引を停止 し、または預金者に通知す ることによりこの預金 口座 を

解約することができるものとします。なお、通知により解約する

場合、到達のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を届出の

あった氏名、住所にあてて発信 した時に解約 されたもの とします。
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の預金 口座 の名義人が存在 しないことが明 らかになつた

合または預金 口座 の名義人の意思によらずに開設 された

とが明 らかになつた場合
の預金の預金者が第 8条第 1項 に違反 した場合
の預金がマネー・ ローンダ リング、テ ロ資金供与、経済制

関係法令等に抵触する取引に利用 され、またはそのおそれ

あると合理的に認められる場合

④ 法令で定める本人確認等における確認事項、および第 15条
第 1項で定める当金庫からの通知等による各種確認や提出

された資料が偽 りである場合

⑤ 第 15条 第 1項から第 3項に定める取引等の制限に係る事象
が一定期間解消されない場合

⑥ この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、または

そのおそれがあると認められる場合

(5)前項のほか、次の各号の一つにでも該当し、預金者 との取引を

継続することが不適切である場合には、当金庫はこの預金取引を

停止 し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約

することができるものとします。

なお、この解約によつて生 じた損害金については、当金庫は責

任を負いません。また、この解約により当金庫に損害が生 じたと

きは、その損害額を支払つてください。

① 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申

告をしたことが判明した場合

② 預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から

5年 を経過 しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総

会屋等、社会運動等標ぼ うゴロまたは特殊知能暴力集団等、

その他これらに準ずる者 (以 下これらを「暴力団員等」とい

います。)に該当し、または次のいずれかに該当することが

判明した場合
A暴 力団員等が経営を支配 していると認められる関係を有

すること。
B暴力団員等が経営に実質的に関与 していると認められる

関係を有すること。
C自 己、自社もしくは第二者の不正の利益を図る目的また

は第二者に損害を加える目的をもってするなど、不当に

暴力団員等を利用 していると認められる関係を有するこ

と。
D暴 力団員等に対 して資金等を提供 し、または便宜を供与

するなどの関与をしていると認められる関係を有するこ

と。
E役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等

と社会的に非難されるべき関係を有すること。

③ 預金者が、自らまたは第二者を利用 して次のいずれか一つに

でも該当する行為をした場合
A暴 力的な要求行為

B法的な責任を超えた不当な要求行為

C取 引に関 して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる

行為
D風 説を流布 し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の

信用を毀損 し、または当金庫の業務を妨害する行為
Eその他前Aか らDに 準ずる行為

(6)前三項により、この預金口座が解約され残高がある場合、また

はこの預金取引が停止されその解除を求める場合には、通帳を持

参のうえ、当金庫に申出てください。この場合、当金庫は相当の

期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあ

ります。

可 通知等

届出のあった氏名、住所にあてて当金庫が通知または送付書類を

発送 した場合には、延着 しまたは到達 しなかった ときでも通常到達

すべき時に到達 したものとみな します。

12 保険事故発生時における預金者からの相殺

(1)こ の預金は、当金庫に預金保険法の定める保険事故が生 じた場

合には、本条各項の定めにより相殺することができます。

なお、この預金に、預金者の当金庫に対する債務を担保するた

め、もしくは第二者の当金庫に対する債務で預金者が保証人とな

つているものを担保するために質権等の担保権が設定されている

場合にも同様の取扱いとします。

(2)前項により相殺する場合には、次の手続によるものとします。

① 相殺通知は書面によるものとします。通帳は届出印を押印し

こ
場

こ

こ

こ
裁

が

①

　

　

②

③
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た払戻請求書 とともに通知 と同時に当金庫に提出 してくだ

さい。

② 複数の借入金等の債務 (預金者の当金庫に対する債務、第二

者の当金庫に対する債務で預金者が保証人になっているも
の)が ある場合には充当の順序方法を指定してください。た
だし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務
から相殺されるものとします。当該債務が第二者の当金庫に

対する債務である場合には、預金者の保証債務から相殺され
るものとします。

③ 前号の充当の指定がない場合には、当金庫の指定する順序方法
により充当いたします。

④ 第 2号 による指定により、債権保全上支障が生 じるおそれが

ある場合には、当金庫は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の

状況等を考慮 して、1原 序方法を指定することができるものと
します。

(3)第 1項 により相殺する場合の利息等については、次のとお りと
します。

① この預金の利壇、の計算については、その期間を相殺通知が当

金庫に到達 した日の前日までとして、利率は約定利率を適用

するものとします。

② 借入金等の債務の利虐、、害1引 料、遅延損害金等の計算につい

ては、その期間を相殺

通知が当金庫に到達 した日までとして、利率、料率は当金庫
の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済す

ることにより発生する損害金等の取扱いについては当金庫の

定めによるものとします。

(4)第 1項 により相殺する場合の外国為替相場については当金庫の

計算実行時の相場を適用するものとします。

(5)第 1項 により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手

続について別の定めがあるときには、その定めによるものとしま

す。ただし、借入金の期限前弁済等について当金庫の承諾を要す

る等の制限がある場合においても相殺することができるものとし

ます。

13 休眠預金等活用法に係る最終異動日等

(1)こ の預金について、休眠預金等活用法における最終異動 日等 と

は、次に揚げる日のうち最も遅い日をい うものとします。

①  「当金庫ウェブサイ トに掲げる」異動が最後にあつた日

② 将来における預金に係る債権の行使が期待 される事由とし

て次項で定めるものについては、預金に係る債権の行使が期

待される日として次項において定める日

③ 当金庫が預金者等に対 して休眠預金等活用法第 3条第 2項
に定める事項の通知を発 した日。ただし、当該通知が預金者

に到達 した場合または当該通知を発 した日から 1か月を経

過 した場合 (1か月を経過する日または当金庫があらか じめ

預金保険機構に通知 した日の うちいずれか遅い日までに通

知が預金者の意思によらないで返送されたときを除く。)に
限ります。

④ この預金が休眠預金等活用法第 2条 第 2項 に定める預金等

に該当することとなった日

(2)第 1項 第 2号 において、将来における預金に係る債権の行使が

期待される事由とは、次の各号に掲げる事由のみをいうものとし、

預金に係る債権の行使が期待される日とは、当該各号に掲げる事

由に応 じ、当該各号に定める日とします。

① 預入期間、計算期間または償還期間の末 日 (自 動継続扱いの

預金にあっては、初回満期 日)

② 初回の満期 日後に次に揚げる事由が生 じたこと/当 該事由

が生 じた期間の満期日
A異 動事由 (当 金庫ウェブサイ トにおいて 「異動事由」と

して揚げる事由をいいます。)

B当金庫が預金者に対 して休眠預金活用法第 3条第 2項 に

定める事項の通知を発 したこと。ただし、当該通知が預

金者に到達 した場合または当該通知を発 した日からlヶ

月を経過 した場合 (lヶ 月を経過する日または当金庫が

あらかじめ預金保険機構に通知した日の うちいずれかの

遅い日までに通知が預金者の意思によらないで返送され

たときを除く。)に限 ります。

③ 総合口座規定にもとづく他の預金について、前各号に揚げる

事由が生じた場合他の預金に係る最終異動 日等

北伊勢上野信用金庫

14 休眠預金等代替金に関する取扱い

(1)こ の預金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法
にもとづきこの預金に係る債権は消滅 し、預金者等は、預金保険

機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。

(2)前項の場合、預金者等は、当金庫を通 じてこの預金に係る休眠

預金等代替金債権の支払を請求することができます。この場合に

おいて、当金庫が承諾 したときは、預金者は当金庫に対 して有 し

ていた預金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権
の支払を受けることができます。

(3)預金者等は、第 1項 の場合において、次に掲げる事由が生 じた

ときは、休眠預金等活用法第 7条第 2項 による申出および支払の

請求をすることについて、あらかじめ当金庫に委任 します。

① この預金について、振込、日座振替その他の方法により、第
二者からの入金または当金庫からの入金であって法令また

は契約に定める義務にもとづくもの (利 子の支払に係るもの

を除きます。)が 生じたこと

② この預金について、手形または小切手の提示その他の第二者

による債権の支払の請求が生じたこと (当 金庫が当該支払の

請求を把握することができる場合に限 ります。)

③ この預金に係 る休眠預金等代替金の支払を債権の 目的とす

る強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分 (そ の例による処

分を含みます。)が行われたこと

④ この預金に係 る休眠預金等代替金の一部の支払が行われた

こと

(4)当 金庫は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限 り、預金者

等に代わつて第 3項 による休眠預金等代替金の支払を請求するこ

とを約 します。

① 当金庫がこの預金に係る休眠預金等代替金について、預金保

険機構から支払等業務の委託を受けていること

② この預金について、第 3項第 2号に掲げる事由が生じた場合

には、当該支払への請求に応 じることを目的として預金保険

機構に対 して休眠預金等代替金の支払を請求すること

③ 前項にもとづく取扱いを行 う場合には、預金者等が当金庫に

対 して有 していた預金債権を取得する方法によって支払 う
こと

15 取引の制限等

(1)当 金庫は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に

把握するため、提出期限を指定 して各種確認や資料の提出を求め

ることがあ ります。預金者から正当な理由なく指定 した期限まで

に回答いただけない場合には、入金、払戻 し等の本規定にもとづ

く取引の一部を制限する場合があ ります。

(2)日 本国籍 を保有せず本邦に居住する預金者は、当金庫の求めに

応 じ適法な在留資格 。在留期間を保持 している旨を当金庫所定の

方法により届出るもの とします。 当該預金者が当金庫に届出た在

留期間が超過 した場合、入金、払戻 し等の本規定にもとづ く取引

の一部を制限することができるものとします。

(3)前二項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、

具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考

慮 して、当金庫がマネー・ ローンダリング、テ ロ資金供与、もし

くは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断 した場合

には、入金、払戻 し等の本規定にもとづ く取引の一部を制限する

場合があります。

(4)前三項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの

説明等にもとづき、マネー・ ローンダ リング、テロ資金供与、ま

たは経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消された

と当金庫が認める場合、当金庫は当該取引の制限を解除 します。

16 入金のない口座の解約

この預金について、日座開設後 1か月を越えて入金が無 く、また

は預金全額の払戻 しがなされ るな どにより預金残高が無 く未払い

利屋、もない状態が 1年以上続いた場合には、当金庫は預金者に通知

し、預金者から通知記載の期間内に取引継続の申し出がないことに

より、この預金 口座を解約できるものとします。

17 規定の変更

(1)こ の規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その

他相当の事由があると認められ る場合には、店頭表示、ホームペ

ージ掲載その他相当の方法で周知することにより、変更できるも

の とします。

(2)前項の変更は、公表の際に定める相当の期間を経過 した 日から
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適用 されるものとします。

以 上

(2021年 11月 1日 現在 )

未利用口座管理手数料に関する特約

1 特約の適用範囲等

(1)こ の特約は、普通預金口座 (総合口座、決済用口座を含む)お
よび貯蓄預金口座 (以 下「この預金」といいます。)に 適用されま

す。

(2)こ の特約は、次の規定 (以 下「関連規定」とい う。)の 一部を構
成するとともに関連規定と一体として取 り扱われるものとし、こ
の特約に定めがある事項はこの特約の定めが適用され、この特約
に定めがない事項に関しては関連規定が適用されるものとします。
①普通預金規定 (決済用預金を含む)

②貯蓄預金規定

③普通預金 (決済用預金を含む)、 貯蓄預金、納税準備預金共通

規定

④総合口座取引規定

2 未利用口座の範囲
この預金において最後の預入または払戻 し等のお取引 (た だし、

この預金の利息の組入れおよび未利用口座管理手数料の引落 しは

除く)か ら2年以上経過 した口座

3 未利用口座管理手数料対象外の口座

(1)こ の預金残高が 1万円以上である場合

(2)こ の預金の取引店で、定期性預金、投資信託、保険等の取引が

ある場合

(3)こ の預金の取引店で、融資取引がある場合 (カ ー ドローン契約
があり、ご利用がない場合を含む )

4 未利用口座管理手数料等の取扱いについて

(1)こ の預金が未利用口座管理対象口座 となつた場合には、対象と

なった口座をお持ちのお客さまのお届け住所に通知を発送 します。
なお、この通知が延着または到着 しなかった場合でも通常到着す
べきときに到着 したものとみなします。

(2)前 項の通知を発送 してから3か月経過後もご利用またはご解約
がない場合、毎年 1回、当金庫が定める任意の日に別にお知らせ

する未利用口座管理手数料を、この預金口座から払戻請求書等に

よらず引落 します。

(3)こ の預金口座の残高が未利用口座管理手数料に満たない場合は、
残高全額を未利用口座管理手数料の一部として引落 し、預金者に

通知することなくこの預金口座を解約 します。
(4)前二項で引落とした未利用口座管理手数料は、返却 しません。

5 特約の変更

(1)こ の特約の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その

他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示、ホームペ

ージ掲載その他相当の方法で周知することにより、変更できるも
の とします。

(2)前 項の変更は、公表の際に定める相当の期間を経過 した 日か ら

適用 され るもの とします。

以 上

(2021年 H月 1日 現在 )

通知預金規定

1 預金契約の成立および預金の支払時期等

(1)通知預金 (以 下 「この預金」といいます。)は、お客様から当金

庫所定の申込書の提出を受け、当金庫がこれを承諾することによ

り契約が成立す るもの とします。また、この預金は、預入 日から

7日 間の据置期間経過後に利息 とともに支払います。

(2)第 5条第 3項 による場合を除き、この預金の解約にあたっては、

解約する日の 2日 前までに通知を必要 とします。

2 証券類の受入れ

(1)小 切手その他の証券類を受入れたときは、その証券類が決済 さ
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れた日を預入 日とします。

(2)受 入れた証券類が不渡 りとなったときは預金になりません。不

渡 りとなった証券類は、証書についてはこの証書と引換えに、通

帳についてはこの通帳の当該受入の記載を取消したうえ受入店で

返却 します。

3 利 息

(1)こ の預金の利息は、預入 日から解約 日の前日までの日数につい

て店頭に表示する毎日の通知預金の利率によつて計算 します。な

お、利率は金融情勢に応 じて変更します。

(2)こ の預金を据置期間中に解約する場合、その利虐、は、預入 日か

ら解約 日の前日までの日数について解約 日における普通預金の利

率によつて計算 し、この預金とともに支払います。
(3)こ の預金の付利単位は 100円 とします。

4 反社会的勢力との取引拒絶
この預金口座は、第 5条第 4項各号のいずれにも該当しない場合

に利用することができ、第 5条第 4項各号の一つにでも該当する場

合には、当金庫はこの預金口座の開設をお断わりするものとします。

5 預金の解約

(1)こ の預金を解約するときは、当金庫所定の払戻請求書に届出の

印章により記名押印 して証書 (通 帳)と ともに当金庫本支店に提

出してください。

(2)前項の解約手続にカロえ、当該預金の解約手続を行 うことについ

て正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示

等の手続を求めることがあります。この場合、当金庫が必要と認
めるときは、この確認ができるまでは解約手続を行いません。

(3)次の各号の一つにでも該当した場合には、当金庫はこの預金取

引を停止 し、または預金者に通知することによりこの預金口座を

解約することができるものとします。なお、通知により解約する

場合、到達のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を届出の

あった氏名、住所にあてて発信 した時に解約されたものとします。

① この預金 口座の名義人が存在 しないことが明らかになった

場合または預金 口座の名義人の意思によらずに開設 された
ことが明らかになった場合

② この預金の預金者が第 10条第 1項に違反 した場合

③ この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制

裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれ
があると合理的に認められる場合

④ 法令で定める本人確認等における確認事項、および第 14条

第 1項 で定める当金庫からの通知等による各種確認や提出

された資料が偽 りである場合

⑤ 第 14条 第 1項から第 3項 に定める取引等の制限に係る事象
が一定期間解消されない場合

⑥ この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、または

そのおそれがあると認められる場合

(4)前項のほか、次の各号の一つにでも該当し、預金者との取引を

継続することが不適切である場合には、当金庫はこの預金取引を

停止 し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約

することができるものとします。

通知により解約する場合、到着のいかんにかかわらず、当金庫
が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信 した時に解

約されたものとします。なお、この解約によつて生 じた損害金に
ついては、当金庫は責任を負いません。また、この解約により当

金庫に損害が生 じたときは、その損害額を支払ってください。

① 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申

告をしたことが判明した場合

② 預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から

5年 を経過 しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総

会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、

その他これらに準ずる者 (以下これらを「暴力団員等」とい

います。)に 該当し、または次のいずれかに該当することが

判明した場合
A暴 力団員等が経営を支配 していると認められる関係を有

すること。
B暴 力団員等が経営に実質的に関与 していると認められる

関係を有すること。
C自 己、自社もしくは第二者の不正の利益を図る目的また

は第二者に損害を加える目的をもつてするなど、不当に

暴力団員等を利用 していると認められる関係を有するこ
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と。

D暴 力団員等に対 して資金等を提供 し、または便宜を供与

す るなどの関与をしていると認められ る関係 を有するこ

と。

E役 員または経営に実質的に関与 している者が暴力団員等

と社会的に非難 されるべき関係を有すること。

③ 預金者が、自らまたは第二者を利用 して次のいずれか一つに

でも該当す る行為をした場合
A暴 力的な要求行為

B法 的な責任 を超えた不当な要求行為

C取 引に関 して、脅迫的な言動を し、または暴力を用いる

行為

D風 説を流布 し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の

信用を毀損 し、または当金庫の業務を妨害する行為
Eそ の他前Aか らDに準ず る行為

6 届出事項の変更、通帳、証書の再発行等

(1)個 人のこの預金の取引において、通帳、証書や印章を失つたと

き、または、印章、氏名、住所、職業または事業内容、取引を行

う目的、その他の届出事項に変更があつたときは、直ちに書面に

よつて届出てくだ さい。 この届出の前に、届出を行わなかったこ

とにより生 じた損害については、当金庫に過失がある場合を除き、

当金庫は責任を負いません。

(2)個 人以外のこの預金の取引において、通帳、証書や印章を失っ

たとき、または、印章、名称、所在地、事業内容、取引を行 う目

的、法人の場合の実質的支配者、その他の届出事項に変更があつ

たときは、直ちに書面によって届出てください。この届出の前に、

届出を行わなかったことにより生 じた損害については、当金庫に

過失がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。

(3)通 帳、証書または印章を失った場合のこの預金の払戻 し、元利

金の支払い、解約または通帳、証書の再発行は当金庫所定の手続

を した後に行います。 この場合、相当の期間をおき、また、保証

人を求めることがあ ります。

(4)通帳、証書を再発行 (汚 損等による再発行を含みます。)す る場

合には、当金庫所定の手数料をいただきます。

7 成年後見人等の届出

(1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始 された場合

には、直ちに書面によって成年後見人等の氏名その他必要な事項

を届出てください。また、預金者の補助人・保佐人・後見人につ

いて、家庭裁判所の審判により、補助・保佐 。後見が開始 された

ときも、同様に当金庫に届出てください。

(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場

合には、直ちに書面によつて任意後見人の氏名その他必要な事項

を届出てください。

(3)すでに補助・保佐 。後見開始の審判を受けている場合、または

任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前二項 と同様に、

直ちに書面によって届出てください。

(4)前三項の届出事項に取消または変更等が生 じた場合にも同様に、

直ちに書面によって届出てください。

(5)前四項の届出の前に、当金庫が過失なく預金者またはその成年

後見人等の行為能力に制限がない と判断 して行つた払戻 しは有効

な払戻 しとします。

8 印鑑照合等

払戻請求書、諸届その他の書類に使用 された印影を届出の印鑑 と

相当の注意をもつて照合 し、相違ないものと認めるとともに、払戻

請求者の預金払戻権限について疑 うに足 りる特段の事情がない と

当金庫が過失なく判断 して行つた払戻 しは有効な払戻 しとします。

なお、個人のこの預金の取引において、預金者は、盗取 された通

帳、証書を用いて行われた不正な払戻 し、または不正な解約による

払戻 しの額に相当する金額について、次条により補てんを請求する

ことができます。

9 盗難通帳、証書による払戻 し等

(1)個 人のこの預金の取引において、盗取された通帳、証書を用い

て行われた不正な払戻 し、または不正な解約による払戻 し(以下、

本条において「当該払戻 し」といいます。)については、次の各号

のすべてに該当す る場合、預金者は当金庫に対 して当該払戻 しの

額およびこれにかかる手数料・利虐、に相当す る金額の補てんを請

求す ることができます。
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① 通帳の盗難に気づいてからすみやかに、当金庫への通知が行

われていること。

② 当金庫の調査に対 し、預金者より十分な説明が行われている

こと。

③ 当金庫に対 し、警察署に被害届を提出していることその他の

盗難にあつたことが推測 される事実を確認できるものを示

していること。

(2)前項の請求がなされた場合、当該払戻 しが預金者の故意による

場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の 30日 (た だ

し、当金庫に通知することができないやむをえない事情があるこ

とを預金者が証明した場合は、30日 にその事情が継続 している期

間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻 し、または

不正な解約による払戻 しの額およびこれにかかる手数料・利虐、に

相当する金額 (以下「補てん対象額」といいます。)を前条本文に

かかわらず補てんするものとします。

ただし、当該払戻 しが行われたことについて、当金庫が善意無

過失であることおよび預金者に過失 (重過失を除く)が あることを

当金庫が証明した場合には、当金庫は補てん対象額の4分の 3に

相当する金額を補てんするものとします。

(3)前二項の規定は、第 1項 にかかる当金庫への通知が、この通帳、

証書が盗取された日 (通 帳、証書が盗取された日が明らかでない

ときは、盗取された通帳、証書を用いて行われた不正な預金払戻

し、または不正な解約による払戻 しが最初に行われた日。)か ら、
2年 を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとし

ます。

(4)第 2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当

金庫が証明した場合には、当金庫は補てんしません。

① 当該払戻 しが行われたことについて当金庫が善意かつ無過

失であり、かつ、次のいずれかに該当すること。
A当 該払戻 しが預金者の重大な過失により行われたこと。

B預金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の

同居人、または家事使用人によつて行われたこと。
C預金者が、被害状況についての当金庫に対する説明にお

いて、重要な事項について偽 りの説明を行ったこと。

② 通帳、証書の盗取が、戦争、暴動等による著 しい社会秩序の

混乱に乗 じまたはこれ

に付随 して行われたこと。

(5)当 金庫が当該預金について預金者に払戻 しを行つている場合に

は、この払戻 しを行つた額の限度において、第 1項にもとづく補

てんの請求には応 じることはできません。

また、預金者が、当該払戻 しを受けた者から損害賠償または不

当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様 としま

す。

(6)当 金庫が第 2項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該

補てんを行つた金額の限度において、当該預金にかかる払戻請求

権は消滅 します。

(7)当 金庫が第 2項の規定により補てんを行つたときは、当金庫は

当該補てんを行つた金額の限度において、盗取された通帳、証書

により不正な払戻 し、または不正な解約による払戻 しを受けた者

その他の第二者に対 して預金者が有する損害賠償請求権または不

当利得返還請求権を取得するものとします。

10 譲渡、質入れ等の禁止

(1)こ の預金、預金契約上の地位その他この取引にかかるいつさい

の権利および通帳、証書は、譲渡、質入れその他第二者の権利を

設定すること、または第二者に利用させることはできません。

(2)当 金庫がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、

当金庫所定の書式により行います。

1 1 保険事故発生時における預金者からの相殺

(1)こ の預金は、預入 日から 7日 間の据置期間経過前である場合ま

たは解約す る日の 2日 前までに通知がない場合であっても、当金

庫に預金保険法の定める保険事故が生 じた場合には、当金庫に対

する借入金等の債務 と相殺す る場合にかぎり当該相殺額について

期限が到来 したものとして、相殺することができます。なお、こ

の預金に、預金者の当金庫に対す る債務を担保す るため、もしく

は第二者の当金庫に対する債務で預金者が保証人 となっているも

のを担保す るために質権等の担保権が設定 されている場合にも同

様の取扱いとします。

(2)前項により相殺する場合の手続には、次の手続によるもの とし

ます。
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① 相殺通知は書面によるものとします。通帳、証書は当金庫所
定の払戻請求書に届出印を押印した払戻請求書とともに、通
知と同時に当金庫に提出してください。

② 複数の借入金等の債務 (預金者の当金庫に対する債務、第二

者の当金庫に対する債務で預金者が保証人になっているも
の)が ある場合には充当の順序方法を指定してください。た
だし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務
から相殺 されるものとします。当該債務が第二者の当金庫に

対する債務である場合には、預金者の保証債務から相殺され
るものとします。

③ 前号の充当の指定がない場合には、当金庫の指定する順序方
法により充当いたします。

④ 第 2号 による指定により、債権保全上支障が生じるおそれが

ある場合には、当金庫は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の

状況等を考慮 して、順序方法を指定することができるものと
します。

(3)第 1項 により相殺する場合の利息等については、次のとお りと
します。

① この預金の利虐、の計算については、その期間を相殺通知が当
金庫に到達 した日の前日までとして、利率は約定利率を適用

するものとします。

② 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算につい

ては、その期間を相殺通知が当金庫に到達 した日までとして、
利率、料率は当金庫の定めによるものとします。また、借入
金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱
いについては当金庫の定めによるものとします。

(4)第 1項により相殺する場合の外国為替相場については当金庫の

計算実行時の相場を適用するものとします。

(5)第 1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手

続について別の定めがあるときには、その定めによるものとしま

す。ただし、借入金の期限前弁済等について当金庫の承諾を要す
る等の制限がある場合においても相殺することができるものとし

ます。

¬2 休眠預金等活用法に係る最終異動日等

(1)こ の預金について、休眠預金等活用法における最終異動 日等と

は、次に揚げる日のうち最も遅い日をいうものとします。
当金庫ウェブサイ トに掲げる」異動が最後にあった日

来における預金に係 る債権の行使が期待 される事由とし

次項で定めるものについては、預金に係る債権の行使が期
される日として次項において定める日

金庫が預金者等に対 して休眠預金等活用法第 3条第 2項
定める事項の通知を発 した日。ただし、当該通知が預金者

に到達 した場合または当該通知を発 した日から 1か月を経
過 した場合 (1か月を経過する日または当金庫があらかじめ

預金保険機構に通知 した日の うちいずれか遅い日までに通

知が預金者の意思によらないで返送されたときを除く。)に
限 ります。

④ この預金が休眠預金等活用法第 2条 第 2項 に定める預金等
に該当することとなった日

(2)第 1項第 2号 において、将来における預金に係る債権の行使が

期待される事由とは、次の各号に掲げる事由のみをいうものとし、

預金に係る債権の行使が期待される日とは、当該各号に掲げる事

由に応 じ、当該各号に定める日とします。

① 預入期間、計算期間または償還期間の末 日

13 休眠預金等代替金に関する取扱い

(1)こ の預金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法
にもとづきこの預金に係る債権は消滅 し、預金者等は、預金保険

機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。

(2)前項の場合、預金者等は、当金庫を通じてこの預金に係る休眠

預金等代替金債権の支払を請求することができます。この場合に

おいて、当金庫が承諾 したときは、預金者は当金庫に対 して有 し

ていた預金債権を取得する方法によつて、休眠預金等代替金債権
の支払を受けることができます。

(3)預金者等は、第 1項の場合において、次に掲げる事由が生 じた

ときは、休眠預金等活用法第 7条第 2項 による申出および支払の

請求をすることについて、あらかじめ当金庫に委任 します。

① この預金について、振込、口座振替その他の方法により、第
二者からの入金または当金庫からの入金であって法令また

は契約に定める義務にもとづくもの (利 子の支払に係るもの
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を除きます。)が生 じたこと

② この預金について、手形または小切手の提示その他の第二者
による債権の支払の請求が生 じたこと (当 金庫が当該支払の

請求を把握することができる場合に限 ります。)

③ この預金に係 る休眠預金等代替金の支払を債権の 目的とす
る強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分 (そ の例による処

分を含みます。)が行われたこと

④ この預金に係 る休眠預金等代替金の一部の支払が行われた
こと

(4)当 金庫は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限 り、預金者

等に代わつて第 3項 による休眠預金等代替金の支払を請求するこ

とを約 します。

① 当金庫がこの預金に係る休眠預金等代替金について、預金保

険機構から支払等業務の委託を受けていること

② この預金について、第 3項第 2号に掲げる事由が生 じた場合
には、当該支払への請求に応 じることを目的として預金保険

機構に対 して休眠預金等代替金の支払を請求すること

③ 前項にもとづく取扱いを行 う場合には、預金者等が当金庫に

対 して有 していた預金債権を取得する方法によって支払 う
こと

14 取引の制限等

(1)当 金庫は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に

把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求め

ることがあります。預金者から正当な理由なく指定 した期限まで

に回答いただけない場合には、入金、払戻 し等の本規定にもとづ

く取引の一部を制限する場合があります。

(2)日 本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当金庫の求めに

応 じ適法な在留資格 。在留期間を保持 している旨を当金庫所定の

方法により届出るものとします。当該預金者が当金庫に届出た在

留期間が超過 した場合、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引
の一部を制限することができるものとします。

(3)前二項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、

具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考

慮 して、当金庫がマネー・ ローンダリング、テロ資金供与、もし

くは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合

には、入金、払戻 し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する

場合があります。

(4)前三項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの

説明等にもとづき、マネー・ ローンダリング、テロ資金供与、ま

たは経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消された

と当金庫が認める場合、当金庫は当該取引の制限を解除します。

15 規定の変更

(1)こ の規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その

他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示、ホームペ

ージ掲載その他相当の方法で周知することにより、変更できるも
のとします。

(2)前項の変更は、公表の際に定める相当の期間を経過 した日から

適用されるものとします。

以 上

(2020年 4月 1日 現在 )

振込規定

適用範囲

振込依頼書または当金庫の自動振込機 (振込を行 うことができる

現金自動預入支払機を含みます。以下 「自動機」といいます。)に
よる当金庫または他の金融機関の国内本支店にある受取人の預金

口座あての振込については、この規定により取扱います。

2 振込の依頼

(1)振込依頼書による振込の依頼は、次により取扱います。

① 振込の依頼は窓口営業時間内に受付けます。

② 振込依頼書は、当金庫所定の振込依頼書を使用 し、振込先の

金融機関・店舗名、預金種 目・ 口座番号、受取人名、振込金

額、依頼人名、依頼人の住所 。電話番号、その他の所定の事

項を正確に記入 してください。なお、預金種日・ 口座番号が

不明な場合には、窓口に相談 してください。

③ 当金庫は振込依頼書に記載 された事項を依頼内容とします。

ｒ

将

て
待

当

に

①

②

　

　

③
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(2)自 動機による振込の依頼は、次により取扱います。
① 自動機は当金庫所定の時間内に利用することができます。
② l回 あたりの振込金額は、当金庫所定の金額の範囲内としま

す 。

③ 自動機の画面表示等の操作手順に従って、振込先の金融機
関・店舗名、預金種 目・ 口座番号、受取人名、振込金額、依
頼人名およびその電話番号、その他の所定の事項を正確に入
力してください。

④ 当金庫は自動機に入力された事項を依頼内容 とします。
(3)前二項に定める依頼内容について、振込依頼書の記載の不備ま

たは自動機への誤入力があつたとしても、これによって生 じた損
害については、当金庫は責任を負いません。

(4)振込の依頼にあたっては、振込資金、振込手数料その他この取

引に関連 して必要となる手数料 (以 下「振込資金等」といいます。)

をお支払いください。

3 振込契約の成立

(1)振込依頼書による場合には、振込契約は、この規定の取引にか

かる当金庫所定の振込依頼書の提出を受け、当金庫が振込の依頼
を承諾 し振込資金等を受領 した時に成立するものとします。

(2)自 動機による場合には、振込契約は、当金庫がコンピュータ・

システムにより振込の依頼内容を確認 し振込資金等の受領を確認
した時に成立するものとします。

(3)前二項により振込契約が成立 したときは、当金庫は、依頼内容
を記載 した振込金受取書、振込受付書、ご取扱明細票等 (以 下「振
込金受取書等」といいます。)を 交付 しますので、依頼内容を確認
してください。この振込金受取書等は、契約の成立を証明する書

類となりますので、大切に保管 してください。

4 振込通知の発信

(1)振込依頼書による依頼にもとづき振込契約が成立 した場合には、

当金庫は、依頼内容にもとづいて、振込先の金融機関あてに電信

扱いにより依頼 日当日に振込通知を発信 します。ただ し、窓 口営

業時間終了間際、振込事務の繁忙 日等やむをえない事由がある場

合には、依頼 日の翌営業 日に振込通知を発信することがあ ります。

(2)自 動機による依頼にもとづき振込契約が成立 した場合には、依

頼 日当日に振込通知を発信 します。ただ し、振込先の金融機関・

受取人の口座状況等により依頼 日の翌 日以降に振込通知を発信す

ることがあ ります。

(3)当 金庫が振込通知を発信 しても、振込先の金融機関・受取人の

口座状況等により、入金が翌 日以降 となる場合があ ります。
5 証券類による振込

振込の依頼を受ける場合には、小切手その他の証券類による振込

資金等の受入れは しません。

6 取引内容の照会等

(1)受 取人の預金 口座 に振込金の入金が行われていない場合には、

すみやかに取扱店に照会 して ください。 この場合には、振込先の

金融機関に照会するなどの調査をし、その結果を報告 します。

(2)当 金庫が発信 した振込通知について振込先の金融機関か ら照会

があつた場合には、依頼内容について照会することがあ ります。
この場合には、すみやかに回答 してください。当金庫からの照会

に対 して、相当の期間内に回答がなかった場合または不適切な回

答があつた場合には、これによって生 じた損害については、当金

庫は責任を負いません。

(3)入 金 口座な し等の事由により振込資金が返却 された場合には、

すみやかに通知 しますので、第 8条 に規定する組戻 しの手続 に準

じて、振込資金の受領等の手続をとってください。

7 依頼内容の変更

(1)振込契約の成立後にその依頼内容を変更する場合には、取扱店
の窓口において次の訂正の手続により取扱います。ただ し、振込

先の金融機関・店舗名および振込金額を変更する場合には、第 8

条第 1項に規定する組戻 しの手続により取扱います。

① 訂正の依頼にあたっては、当金庫所定の振込 (組戻・内容訂
正)依頼書に記名押印のうえ、振込金受取書等とともに提出
してください。この場合、当金庫所定の本人確認書類または

保証人を求めることがあります。

② 当金庫は、振込 (組戻 。内容訂正)依頼書に従って、訂正依

頼電文を振込先の金融機関に発信 します。

(2)提出された振込金受取書等を当金庫が交付 したものであると相
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当の注意をもつて認めた うえ、訂正の依頼を受付けた ときは、こ

れによつて生 じた損害については、当金庫は責任を負いません。

(3)第 1項 の場合において、振込先に金融機関がすでに振込通知を

受信 しているときは、訂正ができないことがあ ります。 この場合

には、受取人 との間で協議 してください。

8 組戻 し

(1)振込契約の成立後にその依頼を取りやめる場合には、取扱店の

窓口において次の組戻 しの手続により取扱います。

① 組戻 しの依頼にあたっては、当金庫所定の振込 (組戻・内容

訂正)依頼書に記名押印の うえ、振込金受取書等 とともに提

出してください。この場合、当金庫所定の本人確認書類また

は保証人を求めることがあります。

② 当金庫は、振込 (組戻・内容訂正)依頼書に従って、組戻依

頼電文を振込先の金融機関に発信 します。

③ 組戻 しされた振込資金は、振込 (組戻 。内容訂正)依頼書に

指定された方法により返却 します。現金で返却を受けるとき

は、当金庫所定の払戻請求書に記名押印の うえ、振込金受取

書等とともに提出してください。この場合、当金庫所定の本

人確認書類または保証人を求めることがあります。

(2)提出された振込金受取書等を当金庫が交付 したものであると相

当の注意をもつて認めた うえ、組戻 し依頼の受付および組戻 しさ

れた振込資金の返却を行ったときは、これによって生 じた損害に
ついては、当金庫は責任を負いません。

(3)第 1項の場合において、振込先に金融機関がすでに振込通知を

受信 しているときは、組戻 しができないことがあります。この場

合には、受取人との間で協議 してください。

9 通知・照会の連絡先

(1)こ の取引について依頼人に通知・照会する場合には、振込の依

頼にあたって記載・入力された住所。電話番号を連絡先とします。

(2)前項において、連絡先の記載不備・誤入力または電話の不通等
によつて通知・照会をすることができなくても、これによって生

じた損害については、当金庫は責任を負いません。

0 手数料

(1)振込の受付にあたっては、店頭表示の振込手数料をいただきま

す。

(2)組戻 しの受付にあたつては、店頭表示の組戻手数料をいただき

ます。 この場合、第 1項 の振込手数料は返却 しません。ただ し、

組戻 しができなかつたときは、組戻手数料は返去口します。

(3)組戻 しされた振込資金を返却せずに改めてその資金による振込

の受付をするときも、店頭表示の振込手数料をいただきます。 こ

の場合、組戻手数料は返却 します。

(4)こ の取引について、特別の依頼により要 した費用は、別途にい

ただきます。

1¬  災害による免責

次の各号の事由により振込金の入金不能、入金遅延等があっても、
これによつて生 じた損害については、当金庫は責任を負いません。

① 災害・事変、輸送途中の事故、裁判所等公的機関の措置等の

やむをえない事由があつたとき

② 当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安

全対策を講 じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコ

ンピュータ等に障害が生 じたとき

③ 当金庫以外の金融機関の責に帰すべき事由があつたとき

12 譲渡、質入れの禁止

振込金受取書等およびこの取引にもとづ く依頼人の権利は、譲渡

質入れす ることはできません。

可3 預金規定等の適用

振込資金等 を預金 口座か ら振替 えて振込の依頼をす る場合 にお

ける預金の払戻 しについては、関係する預金規定およびキャッシュ

カー ド規定等により取扱います。

14 規定の変更

(1)こ の規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その

他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示、ホームペ

ージ掲載その他相当の方法で周知することにより、変更できるも
のとします。
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(2)前項の変更は、公表の際に定める相当の期間を経過 した日から
適用されるものとします。

以 上

(2020年 4月 1日 現在) 1

代金取立規定

取扱証券類
手形、小切手、公社債、利札、配当金領収証その他の証券の うち、

預金口座へ直ちに受入れができないもの (以 下「証券類」といいま

す。)は、代金取立として取扱います。

2 要件の補充等

(1)手形要件、小切手要件の自地はあらかじめ補充 してください。
当金庫は白地を補充する義務を負いません。

(2)証券類のうち裏書等の必要があるものはその手続きを済ませて

ください。

(3)手 形、小切手の取立にあたつては、複記のいかんにかかわらず、
所定の金額欄記載の金額によって取扱います。

3 手数料等

(1)代金取立の受託にあたつては、店頭掲示の代金取立手数料をい

ただきます。なお、証券類の組戻 し、不渡返却があつた場合また
は店頭掲示を要 した場合には、その手数料を別途にいただきます。

(2)特別な依頼により要 した費用は、別途にいただきます。

4 発送

証券類の取立を当金庫の他の本支店または他の金融機関に委託
して行なう場合には、当金庫が適当と認める時期、方法により発送
します。

5 引受けのない手形等の取扱い

(1)引 受けのない為替手形については、支払人に取立受託の旨の通

知を発信するにとどめ引受けおよび支払いのための呈示をする義
務を負いません。

(2)手形交換による呈示ができない証券類についても同様 とします。

6 代金取立の入金

(1)手形の うち支払期 日までに当金庫所定の余裕 日数があ り、かつ、

支払期 日に手形交換等によつて取立のできるもので、当金庫が「期

日入金手形」 として取扱ったものについては、その手形金額を支

払期 日に預金元帳へ入金記帳 します。 この場合、当該金額は、支

払期 日の翌営業 日の金融機関相互間における不渡通知時限経過後

に当店でその決済を確認 した うえでなければ支払資金 といた しま

せん。

(2)「 期 日入金手形」以外の証券類については、金融機関相互間にお

ける入金報告によりその決済を確認の うえ預金元帳へ入金記帳 し

支払資金 とします。

(3)当 金庫が取立を依頼 した先方金融機関の見込みにより、支払人

に対 し相 当期間その支払いを猶予 して取立ることがあ ります。

7 証券類の不渡 り

(1)証券類が不渡 りのなつたときは、直ちにその通知を届出の住所

宛に発信す るとともに、「期 日入金手形Jに ついてはその金額を預

金元帳から引落 します。

(2)不 渡 りとなった証券類は受入店で返却 しますから、当金庫所定
の受取書に預金取引の届出印を押印 して提出 してください。

(3)前項の証券類については、あらか じめ書面による依頼を受けた

ものにかぎり、権利保全の手続を します。

8 証券類の組戻し

(1)証券類の組戻 しを依頼する場合には、支払期 日の前日までに当
金庫所定の組戻請求書に預金取引の届出印を押印して提出してく
ださい。

(2)組戻 しをした証券類は受入店で返去口しますから、当金庫所定の

受取書に預金取引の届出印を押印して提出してください。

9 証券類の喪失、通信の遅延等

証券類が事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない理由によつ

て紛失、減失、損傷または延着 したために生 じた損害については、

当金庫は責任を負いません。やむをえない事由による通信機器、回
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線の障害等によって通信が遅延 したために生 じた損害についても
同様 とします。

0 譲渡、質入れの禁止

代金取立の委託にもとづく依頼人の権利は、譲渡、質入れするこ

とはできません。

可¬ 規定の変更

(1)こ の規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その

他相当の事由があると認められ る場合には、店頭表示、ホームペ

ージ掲載その他相当の方法で周知することにより、変更できるも
の とします。

(2)前項の変更は、公表の際に定める相当の期間を経過 した 日から

適用 されるもの とします。

以 上

(2020年 4月 1日 現在 )
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